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表紙の作者紹介

中村周平さん

プロフィール

１９９０年浜松市生まれ。 

生後間もなく脊髄性筋萎縮症を発症、人工呼吸器を装着。

特別支援学校在学中からパソコンで絵を描きはじめる。

現在、訪問看護師ヘルパー等の支援をうけながら在宅生活をし、わずかに動く両足の親指でマウス、ト

ラックボールを操り創作活動グッズ制作を続けている。

中村周平さんのコメント

「中３の時に描きました。富士山からお日さまが出てくる所を描きました。湖にさかさまの富士山が出

ていたらこんな感じかな、と思って描きました。ぼくが富士山を見たとき雪はなかったけれど、降って

いる方が富士山ぼく見えるかなと思って雪も描いてみました。」

＊実行委員会メンバーが中村さんの創作の大ファン。今回の大会の表紙として中村さんにお願いをし、表紙のイラストとしてご提供をお願いしました。
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開催要項                  
１．テーマ 

「地域包括ケアシステムにおける介護福祉士の役割と、そのための介護福祉教育」

２．趣旨

第一次ベビーブーム世代が揃って後期高齢者となる 2025 年を目途として、地域包括ケアシステ

ムの構築の推進が図られてきた。しかし、超高齢社会の中で必要かつ重要な政策であるものの、そ

の構築は必ずしも順調に進んでいるとは言えない。

今後、増大予測がなされている要介護高齢者数に対して、微増に留まっている介護福祉職数との

乖離は、適切な介護福祉サービスの提供に困難を生じさせる。不測の事態を避けるためには、当然

ながら地域包括ケアシステム構築の推進は不可欠であるし、また実質的な機能のために、介護福祉

士の役割が従前以上に期待されている。

地域包括ケアシステムの一例を挙げるならば、医療・介護連携推進が図られ、機能した状態であ

る。換言するならば、多職種連携の中で専門職それぞれが、専門性を発揮して役割を担っている状

態である。地域社会の中で、医療・保健・福祉の専門職間で円滑な共有を行うためには、ICT 活用

も不可欠となる。他にも、更なる重度化を遅らせるためには、根拠に基づく科学的情報介護の推進

も求められている。このように高度化、複雑化する中で介護福祉士への期待や役割も変化してきて

いる。

 特に、介護現場における人材不足は喫緊の課題である。とはいえ、量的な確保のため、多様な介

護福祉職を雇用するだけでは、多職種連携に対応できる介護福祉チームが機能するとは限らない。

担い手不足を解消すべき新たな介護人材として、東南アジアを中心とした海外から技能実習生、特

定技能として就労する外国人介護従事者も存在する。また介護福祉士養成校においては、外国人留

学生も多く存在し、介護福祉職の担い手の多様性も増している。多様化した介護福祉チームの中で、

目標を共有し、マネジメントできるチームリーダーとしての介護福祉士の役割も不可欠である。

地域包括ケアシステムが真に機能するためには、介護福祉職の量的充足のみならず、質的向上が

担保されなければならない。介護福祉士への役割や期待が、高度化、複雑化、多様化する中で、改

めて介護福祉士養成教育の進化や深化の必要性は言うまでもない。

今回の学会テーマを「地域包括ケアシステムにおける介護福祉士の役割と、そのための介護福祉

教育」とし、多くの参加者の皆様とその具体的な推進について、議論を深めていきたい。

３．日時 令和 7年 2月 15日（土）9時 30分から 16時 10分

４．会場 Zoomウェビナー

５．主催 日本介護福祉教育学会

６．後援 厚生労働省（予定）、文部科学省（予定）、日本社会福祉教育学会（予定）

日本介護学会（予定）、愛知県介護福祉士会（予定）、岐阜県介護福祉士会（予定）

静岡県介護福祉士会（予定）

７．主管 日本介護福祉士養成施設協会・東海北陸ブロック実行委員会

８．費用 会員・一般 2,000円、学生無料 ＊事前申し込みが必要です。
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プログラム

9：30～9：45 ●開会式

主催者代表挨拶 澤田 豊（日本介護福祉教育学会会長）

大会長挨拶 下山久之（第 30回日本介護福祉教育学会大会長）

9：45～10：55 ●基調講演

テーマ

「地域包括ケアシステムにおける介護福祉士の役割と、そのための介護福祉教育」

講師 神奈川県立大学名誉教授 太田貞司 氏

11：00～12：30 ●シンポジウム

テーマ「地域包括ケアシステムにおける介護福祉士の役割への期待」

シンポジスト 災害福祉への期待と介護福祉教育

静岡県立大学短期大学部 鈴木 俊文 氏

シンポジスト 福祉科教育からの示唆

愛知県立古知野高等学校 髙木 諒 氏

シンポジスト 老年看護との連携

聖隷クリストファー大学看護学部 木村 暢男 氏

コーディネーター：

中部学院大学短期大学部 吉川 杉生 氏

12：30～13：20 昼休憩

13：20～15：20 ●分科会発表

4分科会（1分科会あたり発表者 5～6名の予定）

発表時間 15分（質疑応答 3～4分、交代 1～2分）：1人あたり 20分

15：30～16：00 ●「介護福祉士養成のあり方検討委員会の進捗状況報告」（質疑応答 10分）

 小笠原 靖治（介護福祉士養成のあり方検討委員会委員長）

16：00～16：10 ●閉会式

主催者代表挨拶 白井幸久（日本介護福祉教育学会副会長）

次期主管挨拶 小渕隆志（第 31回日本介護福祉教育学会実行委員長）
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基調講演               

                 神奈川県立保健福祉大学名誉教授 太田 貞司 氏

（元 日本介護福祉学会会長）

【略歴】

北海道生まれ。北大文（哲）卒。九州市立大大学院修了（学術博士）。

荒川区保健所在宅ケア担当（非常勤）など福祉事務所・病院・保健所勤務後、1短大 6大

学で 34年間の教員生活。2024年 3月長野大学大学院特任教授退職。現神奈川県立保健福祉

大学名誉教授。

（専門）

地域ケア論、介護福祉論。現在、日本のケアワーカーの介護福祉実践発展過程、地域包括ケ

アシステム及び介護福祉士の役割についての研究。

（活動）

日本介護福祉士会・認定外後福祉士認定認証機構副機構長。東京都社会福祉協議会監事。東

京都社会福祉協議会監事。東京都荒川区介護保険運営協議会会長。東京都江戸川区介護保険

運営協議会副会長。公益財団法人セントケア奨学財団選考委員長など。

（主な著書等）

『在宅ケアの条件』、『生活文化を支える介護』（編)、『地域ケアシステム』、『地域ケアシス

テム・シリーズ全 4 巻』（編集代表）、『地域ケアを拓く介護福祉学全 6 巻』（監修）、『介護福

祉士実務者研修テキスト全 5 巻』（共編）、『介護職員初任者研修テキスト全２巻』（共編）、

『介護福祉教育の展望』（共編）、「在宅ケアの課題に関する試論－老人介護事件の検討から」、

「ホームヘルプサービスと「医療対象者」―「医療対象者」へのホームヘルプサービス導入

の経緯」、「日本における介護福祉思想の起点」、「介護教育からみた介護福祉士のキャリアア

ップ」、「一番ヶ瀬社会福祉論と介護福祉論」、「フィンランドのラヒホイタヤ―ケアワーカー

の再考―」、「介護職の職能集団の形成とチームリーダー」、「「介護福祉実践」事象をめぐる

論争：1990 年代後半-2000 年代」、「地域共生社会と介護福祉士・職能団体の課題」、「「介護

福祉実践」事象をめぐる論争：1990 年代後半-2000 年代 (続)」、「「介護福祉実践」事象をめ

ぐる論争 ―「介護」という言葉」、「日常生活の営み」支援における介護福祉の対象―1990

年代後半から 2000 年代にかけての議論―」、「介護福祉士が「介護福祉実践」で創りあげて

きたもの」等。
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「地域包括ケアシステムにおける介護福祉士の役割と、そのための介護福祉教育」

    太田貞司（神奈川県立保健福祉大学名誉教授・元日本介護福祉学会会長）

はじめに

「地域包括ケアシステム構築後何が起きたか」。「介護職問題は全国民的課題になったと言

えるか」、「介護福祉士は「補助職扱い」（太田）から脱皮し、「専門職」として社会的認知さ

れるようになったか」、「認知されるためには何が必要か、教育現場で何が必要か？」等を考

えてみたい。

（１） 地域包括ケアシステム構築後（2010 年代）に何が起きたか？

＊地域包括ケアシステム構築は 2014 年医療介護綜合確保法（第二条）後、定着。

＊「（介護は）誰でも出来る」論は下火になったが、「介護人材不足」が深刻化し、養成校の

入学者減を背景に外国人労働者導入論が大々的に論じられるようになる。また、介護福祉士

のキャリアパスが議論され、富士山型人材育成の議論（中核育成論）へと進む。

＊同時に、“介護福祉士は他職種と同格！（地域ケア会議への介護福祉士の参加＝同格論、

対等論）”が強調される。

＊認知症基本法制定などで要介護者支援観に変化（社会参加＝「日常生活の営み」➩社会生

活・参加へ）もみられるようになる。

（２） 「地域包括ケアシステム構築政策」への 3 つの視点

＊地域包括ケアシステム構築の政策は、3 視点＜①医療（医療改革）、②介護保険制度の持

続、③地域福祉型社会福祉（古川）＞で理解する必要がある。

＊2000 年代以後、日本は①（医療改革）が進み、DECD 諸国中で平均在院日数が最も大き

く減少した。それは、退院先確保の課題を生み、介護職確保が喫緊の課題になった。

＊一方、③（＝在宅生活整備）は、サービス拡大をみたが、在宅介護困難という問題解決が

進んだとは言い難い（特養など施設利用の困難／介護離職の増加／介護人材不足・訪問介護

事業所の困難）

（３） 介護福祉士の「専門職化」をめぐって：“他職種の「補助職扱い」の克服

＊「補助職扱い」に私たちはどう取り組んできたか。新たな介護福祉士像（日本のケアワー

カー像）を求め、「欧州型ケアワーカー」モデル論（准看・看護助手）、「独アルテンフレー

ガー」モデル論、「フィンランド・ラヒホイタヤ」モデル論等の模索が行われた。

＊一方、この間マスコミ用語として「介護士」が流布した。これは「補助職論」を意味し、

国家資格介護福祉士の否定と言えよう。また、「誰でも出来る論」もまだ根強い（例 職業

分類（日本標準職業分類等）では「補助職扱い」）。
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＊2000 年前後から介護福祉の本質議論も盛んになり、①「看護」論、②「福祉」論、③「第

三の道」論（野中・金井）が論じられてきた。2011 年「医療的ケア」導入後は、チームケ

ア論が強調され、介護福祉士「同格論、対等論）」も出てきた。

＊また、認知症基本法制定、また介護福祉実践の蓄積で、支援観の変化も生まれる（「基礎

介護」中心時代 ➩「日常生活の営み」＋「参加」支援の時代に）。同時に、ケア論、障害

学の議論を背景に、介護福祉実践（支援）の相互性の議論も盛んになってきた。

（４） 介護福祉教育の課題

＊黒澤介護福祉論（生活支援論）をどのように発展させ、教育現場に広めるかが課題。

＊第一に、介護福祉学は、“生命維持＋基礎介護＋「日常生活の営み」＋地域生活（参加）”

のどこが主対象かという課題である。地域包括ケアシステム構築後は、「日常生活の営み」、

地域生活（参加）が焦点になるが、その場合、制度上の用語「日常生活の営み」をどう伝え

るのか、「その人らしさ」と「社会的関係」（ユニットケア運営基準）をどう伝えるかも課題

と言える。 第二に、「「裁量」（判断）の社会的承認と拡大」の蓄積を教育現場にどう活かす

かが課題と思う。専門職ということは「裁量」（判断）があるということである。継続的・

身近での支援（介護福祉実践）における「裁量」がどのように蓄積され、社会的に承認され、

「専門性」として確立したのか。それを学生にどう伝えるのか。そのために、「裁量」形成

に関する実証的研究が重要になる。例えば、能登における DWAT の対応経験（『介護福祉

教育』最新号）は参考になる。第三に、教育現場の今後を考えると、「学位と職業能力」の

課題にも取り組む必要があるように思われる。

参考文献

太田貞司（202３）「介護福祉士が「介護福祉実践」で創りあげてきたもの」日本介護福祉士

会編『介護福祉士の専門性とは何かー私たちの果たすべき役割と責任』中央法規

＊なお、当日、パワーポイント資料を配布予定。
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シンポジウム               

                 

テーマ

「地域包括ケアシステムにおける介護福祉士の役割への期待」

【シンポジウム企画趣旨】

地域包括ケアシステムが真に機能するためには、介護福祉職の量的充足のみならず、質

的向上が担保されなければならない。介護福祉士への役割や期待が、高度化、複雑化、多

様化する中で、改めて介護福祉士養成教育の進化や深化の必要性は言うまでもない。

本シンポジウムの企画趣旨は大きく分けて 2点とした。第 1点目として、高度化、複雑

化、多様化への課題を福祉科教員や、周辺領域である看護教育からの示唆を得ることとし

た。第 2点目として、記憶に新しい能登半島地震で甚大な被害があったブロックとして、

災害現場における地域で突然生じる課題に対して介護福祉士の果たす役割や、介護福祉教

育の必要性への示唆を得ることとした。

本シンポジウムでは、日常における介護福祉士の役割への期待と共に、非日常を支える

介護福祉士の役割を地域包括ケアシステムという切り口で、今後の教育実践について論じ

たいと思う。

【シンポジスト】

〇「災害福祉への期待と介護福祉教育」

鈴木 俊文 氏（静岡県立大学短期大学部 社会福祉学科 介護福祉専攻 教授）

〇「福祉科教育からの示唆」

   髙木 諒 氏（愛知県立古知野高等学校 福祉科教諭）

〇「老年看護との連携」

   木村 暢男 氏（聖隷クリストファー大学 看護学部 准教授）

【コーディネーター】

吉川 杉生 氏（中部学院大学短期大学部 教授）

   ＊令和 6年度東海北陸ブロック介護福祉士養成施設協会会長
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コーディネーター紹介               

吉川 杉生 氏

（中部学院大学短期大学部社会福祉学科 学科長・教授）

     東海北陸ブロック介護福祉士養成施設協会 会長

【略歴】

専門分野：教育社会学、介護福祉教育

学位：社会学修士（明治学院大学大学院）

研究内容及び教育歴

専門分野は、教育社会学の中では「学校文化研究」の領域にあたり、主に学校でのフィー

ルドワークを中心として、生徒及び教師のコミュニケーション過程から学校社会の実相を

とらえ、それに基づいて、「校則問題」や「教師文化」などに対する実践的な課題を考察し

てきた。1998 年から現任校で介護福祉士養成教育に携わり、コミュニケーションの基礎論

や介護に関する社会的背景に関する講義を担当している。その間に、介護福祉教育の新しい

取り組みとして以下の活動を推進してきた。

①地域住民や機関・団体と連携し、学生が地域課題の解決に取り組む学習プログラムの立

案・実施

②工学研究者と共同し、福祉用具を 3Dプリンタで作製する教育プログラムの立案・実施

（JSPS 研究費助成）

③介護事業所等と連携し、介護福祉士を目指す留学生の支援体制の構築
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シンポジスト 紹介               

                 

テーマ 「災害福祉への期待」

鈴木 俊文 氏

（静岡県立大学短期大学部 教授）

学位：修士（社会福祉学：日本福祉大学）、博士（社会福祉学：日本福祉大学）

略歴：

介護福祉士資格取得後、介護職員、ケアマネジャー、認知症高齢者グループホーム管理者

等を経て介護福祉士養成教育に従事。

介護サービスの組織マネジメントや、福祉・介護人材のキャリア開発を主たる研究テーマ

に、介護福祉士養成教育におけるチームマネジメント教育や、介護福祉士資格を基礎にその

後のキャリア開発における OJT や Off-JT 等の研究、教育、社会活動に取り組んでいる。

近年の社会課題のひとつである災害支援への対応は、組織マネジメント、キャリア開発双

方に関連する対応課題であり、静岡県災害派遣福祉支援チーム静岡 DWAT 活動の検証等

（2018 年西日本豪雨災害、2021 年伊豆半島土石流災害、2023 年能登半島地震における支

援活動）に取り組んでいる。
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シンポジスト 紹介               

                 

テーマ 「福祉科教育からの示唆」

髙木 諒 氏

（愛知県立古知野高等学校 福祉科教諭）

【略歴】

愛知県立古知野高等学校福祉科で介護福祉士資格を取得後、日本福祉大学へ進学。在学中

は離島でのサービスラーニング活動に没頭し、社会福祉士および高校福祉科教員免許を取

得。平成 24年度より愛知県立海翔高等学校に福祉科教諭として赴任し、８年間にわたり介

護福祉士養成に従事。令和２年度より母校・古知野高校へ転勤し、引き続き介護福祉教育に

携わる。同校は令和６年度、文部科学省のマイスター・ハイスクール普及促進事業に指定さ

れ、学科主任として事業を推進。授業や学科運営を通じて、福祉系高校生の価値観の変容や、

サービスラーニングを活用した学びの実践に関心を持ち、その可能性を探っている。

３人の娘を育てる父として、家庭と教育の両立にも日々奮闘している。
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シンポジスト 紹介               

                 

テーマ 「老年看護との連携」

木村 暢男 氏

（聖隷クリストファー大学 看護学部 准教授）

【略歴】

専門分野：老年看護

資格：看護師・介護支援専門員

学位：社会福祉学修士（法政大学大学院）・介護福祉ケアマネジメント博士（国際医療福祉

大学大学院）

職歴および教育歴：

東京慈恵会医科大学付属第三病院の看護師、NPO 法人ケアプラン相談室湧の介護支援専門

員として従事。

2007 年～2012 年 聖隷クリストファー大学社会福祉学部介護福祉専攻の教員として介護

福祉養成教育にも携わる。

その後、三重県立看護大学、日本福祉大学、朝日大学保健医療学部看護学科を経て、

2022 年より、聖隷クリストファー大学看護学部で老年看護を担当している。
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第 1 分科会

地域との連携・新しい取り組み

座長：牛田 篤 氏（同朋大学）

伊藤明代 氏（同朋大学）

13：20～13：40 小川理紗
生活支援コーディネーターとの協働により実現した介護予防の新たな取り組み

―筑後市におけるシニアファッションショーの実践―

13：40～14：00 合田衣里 通所介護事業所における終末期の利用者家族に対する支援実態

14：00～14：20 中島眞由美
介護福祉士養成校の教育機能を生かした地域からの介護人材確保の試み

―入門的研修からマッチングまでの支援を通して―

14：20～14：40 冨田川智志
ノーリフティングケア導入による身体負担軽減効果に関する事例検討

―介護業務における座位行動相当の身体活動強度の変化―

14：40～15：00 奥田都子
地域共生社会における介護福祉士の地域福祉活動

―活動の実態と地域における介護福祉士の役割の〈見える化〉の試み―

15：00～15：20 牛田 篤

介護福祉分野における DX 研究を活かした教育と実践のあり方

―リカレント教育推進事業「介護福祉×DX」及び「高齢者福祉×DX」講座の視座か

ら―
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生活支援コーディネーターとの協働により実現した

介護予防の新たな取り組み

―筑後市におけるシニアファッションショーの実践―

小川 理紗  森永 牧子 （九州大谷短期大学 専攻科福祉専攻）

Ⅰ.事業実施の背景

福岡県南部に位置する筑後市は、人口約 49,000 人、高

齢化率 27.9％の市であり（R5.9 月時点）、推計を上回る

早さで高齢化が進んでいる。「第 9 期筑後市高齢者福祉

計画介護保険事業計画」において、「要介護状態にならな

いための健康づくり・介護予防」「ささえ合いの仕組みづ

くり」という重点施策が掲げられ、「生活支援体制整備事

業」の中で、生活支援コーディネーターが配置されてい

る。地域活動の継続支援が介護予防に繋がるという共通

認識のもと、生活支援コーディネーターと協働しシニア

ファッションショー（以下、ショーとする。）を企画した。

Ⅱ.事業の目的

1)地域活動に参加するボランティア、利用者の意欲向上、

介護予防につなげる。

2)ショーの開催を通して地域活動の PR を行うことで、

地域活動の参加者の増加、ボランティアの担い手の増

加につなげる。

3)ショー来場者に向けても、視覚的・感情的体験を通し

て活力向上につなげる。

Ⅲ.活動内容

1)対象

筑後市地域デイサービスに参加する利用者及び協力員

2)開催までの流れ

①参加団体の公募（開催 1 年前より）

②高齢者デイサービス・生活支援コーディネーター・

大学（学生実行委員）との運営企画、打ち合わせ

③チラシ作成及び配布周知

④出演者の送迎車手配

⑤ショーの準備（衣装合わせ・ウォーキングレッスン・

メイク・舞台準備など）

3)ショーの開催

第 1 回目 R5.10.2 蔵数地区（本学小劇場にて）

出演者：26 名、観客：110 名

第 2 回目 R6.11.2 和泉西地区（本学大谷講堂にて）

出演者：21 名、観客：112 名

 当日は、生活支援コーディネーター・本学教員を中心

に、筑後市社会福祉協議会や協力団体と共にショーの運

営を行った。本学専攻科福祉専攻学生は、出演者衣装着

付け・メイク・舞台エスコートを、演劇放送フィールド

学生は、舞台・音響を、仏教学科学生は舞台エスコート

という役割を担い、ショーに参加した。

5)倫理的配慮

 本事業報告作成にあたり、筑後市及び関連事業所に学

会発表の目的や内容を説明し、公開承諾を得た。また学

生や関係者に対しては、プライバシー及び個人情報保護

の観点から十分な配慮を行った。

Ⅳ.事業の評価及び考察

 筑後市において、高齢者が主役となるファッションシ

ョーは初めての試みであった。ショーの開催により、出

演者の家族からは「普段は外出しない母が、出演を楽し

みに打ち合わせや準備に積極的に参加していた。」という

声が寄せられた。ショー当日に子どもや孫も来場し、家

族間で交流を深める場面も見られた。また、過去の出演

者が今回の出演者を応援来場したことで、出演者の励み

となり、参加者間に「この取り組みを次に繋いでいきた

い。」という意欲の高まりが観察された。これにより、本

事業が単なるイベントにとどまらず、継続的なコミュニ

ティ形成の契機となる可能性が示唆された。

本学学生にとっては、ショーの開催が、高齢者とのコ

ミュニケーション、各々の専門領域の実践の場となり、

イベントの企画・運営の学びを得る機会となった。さら

に介護福祉を学ぶ学生にとっては、福祉における地域連

携・地域における介護予防を考える機会となった。

Ⅴ.今後の展望

この事業を通じて、介護教育と地域福祉の連携を強化

し、高齢者における介護予防活動を効果的に推進してい

くとともに、地域が抱える課題の解決にも寄与していく。

謝辞：本事業遂行にあたり、筑後市生活支援コーディネ

ーターの宮原明香様、笹田将吾様、北原利恵様、高田由

紀様ならびに筑後市蔵数地区、和泉西地区の皆様に多大

なるご協力をいただきましたこと、深く感謝申し上げま

す。本謝辞に記載した個人名及び団体名については、事

前に公開の承諾をいただいております。
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通所介護事業所における終末期の利用者家族に対する支援実態

合田衣里・村上留美・三上ゆみ（新見公立大学）

Ⅰ．目的

厚生労働省は、2018 （平成 30 ）年「人生の最終段

階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラ

イン」を策定し、医療・ケアチームで本人・家族等を支

える体制作りの重要性を述べている。先行研究による

と、通所介護事業所の生活相談員が実施しているソーシ

ャルワーク実践の１つに【終末期ケアの要望確認】が確

認されており、終末期の利用者受け入れが行われている

と推察される一方 、 通所介護事業所で行われている終

末期に関する支援の研究は僅少である。そこで、実際に

終末期の利用者へ支援経験のある通所介護事業所の職員

を対象にインタビュー調査を行うことで、終末期の利用

者を自宅で介護している家族に対する支援実態を明らか

にすることを目的とした。

Ⅱ．方法

A県通所介護事業所において過去５年以内に終末期の

利用者の受け入れ経験のある職員 5名を調査対象とし

た。 調査方法は、個別の半構造化インタビューで実施

し、1人あたり 1時間程度とした。調査期間は 2024 年９

月～11 月であった。分析方法は、定性的コーディングを

参考に、インタビューの音声データから逐語記録を作成

し、意味内容ごとにコード化し、カテゴリを生成した。

本研究は、新見公立大学研究倫理審査委員会の許可を得

て実施した（承認番号：318）。

Ⅲ．結果

調査対象者の属性は、男性２名、女性３名であった。

分析の結果、「利用にむけた支援」として、11 つのサブ

カテゴリ、【家族の通所介護利用の目的把握】【家族の意

向把握】【家族の介護負担感の把握】【緊急時の取り決

め】の 4つのカテゴリ、「利用開始後の支援」として、9

つのサブカテゴリ、【支援の提案】【家族に対する心理的

支援】【他機関と家族が連携するための支援】【さまざま

な手段による家族との連携】の 4つのカテゴリ、「利用

終了の支援」として、3つのサブカテゴリ、【利用中止の

家族による判断】【亡くなった後の家族支援】の 2つの

カテゴリが生成された。

Ⅳ．考察

「利用に向けた支援」で抽出された支援のカテゴリは、

利用開始後も継続的に支援していると考える。終末期で

は特に身体状況、サービスの変化など本人及び家族の要

望は変化すると考えられることから、柔軟な支援が求め

られる。また、【亡くなった後の家族の支援】のカテゴ

リが抽出され、通所介護事業所においてもグリーフケア

が実施されており、必要であることが明らかとなった。

本研究は令和４年度～令和７年度科学研究費助成事業

（若手研究）による助成を受けたものです。

引用・参考文献

１）岸本衣里，杉山京，竹本与志人「通所介護事業所に

勤務する生活相談員のソーシャルワークの実践状況とそ

の関連要因」社会医学研究（37）2，150-163,2020.
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介護福祉士養成校の教育機能を生かした地域からの介護人材確保の試み

―入門的研修からマッチングまでの支援を通して―

中島眞由美（富山短期大学）

Ⅰ 研究目的

多様な介護人材確保を図るため身近な地域を基盤に養

成校の教育機能を生かし実施した入門的研修の実践報告

を行い、養成校が地域に出る意義を検討することである。

Ⅱ 研究方法

１ 対象 令和 6年度入門的研修参加者 94 人

２ 期間 令和 6年 4 月～12 月

３ 方法

①コーディネーターを配置しマニュアルに基づきＴ市の

２つの保健福祉センターエリア20地区を対象に出前講座

と入門的研修2コースをステップアップ型で実施（（図１）

図１地域での出前講座と入門的研修イメージ図

②出前講座は地域共生社会を介護人材の視点から考える

内容とし卒業生が参加し町内の公民会等で対話型で実施。

表１取組の特徴

③入門的研修前に、原則、対象地域から業務体験事業所を

選定、説明会を開催し業務の洗い出しを依頼。また、入門

的研修の講師を介護事業所、地域包括支援センター、保健

福祉センターに依頼し講師研修会を実施。

④講座修了後アンケートを実施し、T県福祉人材センター

と連携し就労意欲等がある人 67 人をフォローアップ。

４ 倫理的配慮

本研究は富山短期大学倫理委員会の承認を得た（承認

番号 6-1-8）。参加者には個人情報を目的以外に使用しな

いこと、アンケート等は任意であることを説明した。

Ⅲ 結果

①講座及び業務体験修了後の満足度、就労等の意向は表

２のとおりである。（ 身近な施設で働く職員の姿に介護の

イメージが変わった」（ できる形で協力したい」 もっと多

くの人が学習すべき内容」という声が聞かれた。

表 2受講後の満足度・就労またはボランティア参加意識

受講数 希望する 検討中 希望しない 無回答

基礎講座

（83.0％）注
人数 94 14 52 24 4

％ 100.0 14.9 55.3 25.5 4.3 

業務体験

(87.8%)

人数 32 9 19 2 2

％ 100.0 28.1 59.4 6.3 6.3 

入門講座

(100%)

人数 23 5 15 2 1

％ 100.0 21.7 65.2 8.7 4.3 

 注：（ ）内は受講後の満足度（大変満足＋満足）

②講座修了後 3 か月経過し 67 人に調査したところ、 就

労した」7 人、 マッチング中」1 人、 春に予定」3 人、

 検討中」4人であった。その他、今は難しいができる範

囲で協力したいという 52 人の内訳は（ 就労中」16 人、（ 地

区役員」14 人、 介護・孫の世話」11 人、 自信がない」

6人、 趣味等」2人、 未回答」3人であった。

Ⅳ 考察

住民は学生や卒業生、地域の介護職員等、様々な段階で

関係者の思いや仕事に触れ、学びや対話、体験を通し、貢

献したいという動機づけとなり就労に結びついた人もい

た。養成校の強みは実習等を通し施設の状況を知ってい

ること、介護福祉士養成を基盤に多様な介護人材を育成

する教育力をもっていることと考える。養成校が地域に

出ることは住民の生の声に触れ、学生の生きた学びや養

成教育への住民の理解促進、多様な介護人材確保の持続

可能な仕組みづくりに貢献できる可能性があると考える。

（１）地域を基盤にしている
①身近な場所での受講可能 ②身近な介護職員等が講師
③身近な施設の介護サービスを業務体験

（２）養成校の教育機能を生かした人材育成
①地域住民 ②地域の介護職員 ③学生及び卒業生

（３）温かな地域文化の醸成→持続可能性
①正しく知ろう、応援しよう、無理せず参加しよう
②応援団、ボランティア、介護助手、介護職
③社会参加と生きがいを大切に貢献寿命とウエルビーイング

関係機関連絡調整会議 ・マニュアルを用いた研修会

       →「

１出前講座
講師：学生・卒業生

鋼材

2 入門的研修からマッチングまでの一体的支援
  講師：地元の介護事業所職員等

準備：業務体験支援事業者研修→入門的研修講師研修
修了証授与式・懇談会

基礎：３H

業務体験：
３H3日間

入門：18H
応援団

介護助手 介護職

活躍の場
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ノーリフティングケア導入による身体負担軽減効果に関する事例検討 

― 介護業務における座位行動相当の身体活動強度の変化 ― 

冨田川智志（日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 介護学専攻） 

Ⅰ．研究目的 

世界各地で介護職の作業関連性筋骨格系障害が多発し

ており、介護労働における身体負担軽減策として 「リスク

アセスメント及び労働安全衛生マネジメントシステム」

の考え方に沿った人間工学的介入・教育等の統合的アプ

ローチ （いわゆる、ノーリフティングケア（NLC））が推奨

されている。一方、NLC 導入による身体負荷を定量的に測

定した実証研究は殆ど見られない。本研究では、NLC 研修

前後に測定した身体活動 （PA）を比較し、NLC 導入効果を

定量的に明らかにすることを目的とした。 

Ⅱ．研究方法 

対象は、某介護老人保健施設に勤務する 30 代男性（A

氏）と 20 代女性の介護労働者（B 氏）の計 2 名とした。

研究の流れは 2019 年 11 月 （PRE）に日勤帯（昼休憩 1 時

間を含む約 9時間）の 10秒毎の身体活動強度(単位：METs)

を活動量計（HJA-750C Active style Pro）により各研究

参加者 4 日ずつ測定した。同年 12 月に NLC キックオフ研

修（講義：厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」

に基づいた組織的な腰痛予防の考え方や NLC 実践の好事

例紹介等、実技：人間工学の視点に基づいた作業姿勢・動

作、移動・移乗介助法）を開催及び移動・移乗補助具/機

器を設置、2020年2月にフロア巡視及びフォローアップ、

同年 7 月に第 2 回 NLC 研修（研修用 DVD 視聴、介護職リ

ーダーによる指導等）を開催した。同年 11 月 （POST）に

PRE と同項目の調査を各研究参加者 2日ずつ測定した。解

析は身体負担が大きい介護作業である「入浴介助」を行っ

た勤務日（各 1 日）の昼休憩 1 時間を除いた始業から終

業までの身体活動強度を抽出し、その基本統計量を算出

した。本研究は WMA ヘルシンキ宣言に従って、京都女子大

学臨床研究倫理委員会から承認（許可番号2019-9-変更 1）

と研究参加者全員から文書による IC を得て実施した。 

Ⅲ．結果 

対象施設では入浴用リフトは設置されなかったため、

研究参加者は POST も徒手にて入浴介助を行っていた。 

A 氏の PA の平均値±標準偏差は PRE：2.3±0.8 METs

（1.6–2.9 METs：低強度）→POST：2.3±0.9 METs、B 氏

は 2.3±1.0 METs→2.3±1.0 METs となっており、両名と

もPRE-POSTに低強度から変化は見られなかった。しかし、

座位行動（座位、半臥位もしくは臥位の状態で行われるエ

ネルギー消費量が 1.5 METs 以下の全ての覚醒行動（SB）

のことであり、安静時の 1.5 倍以下のエネルギー消費量

を示す）相当の PA においては、A 氏の時間割合は PRE：

21.2%→POST ：27.1%、B 氏は 25.1%→27.8%となっており、

両名とも POST の方が長くなっていた。さらに、SB 相当の

PA が 1 分以上持続している出現頻度においても、A 氏の 1

時間あたりの回数は PRE ：22.5 回→POST ：53.2 回、B 氏は

40.6 回→54.5 回となっており、両名とも POST の方が多

くなっていた。 

Ⅳ．考察 

PRE-POST において、研究参加者の業務中の平均 PA は低

強度から変化は見られなかったが、SB 相当の PA は、その

時間割合と1分以上持続する頻度において増加していた。

本結果は、研究参加者が業務の中で意識的に身体負荷を

低減させる動きをしていることを示していると考える。 

つまり本実証研究の結果は、NLC の導入によって介護業

務中のエネルギー消費量を抑えるという働き方の改善に

繋がり、安全衛生の向上に結びつくことが示されたもの

である。そして、先行研究と同様、NLC 実践は身体負担軽

減策として有用であるという考え方を支持している。 

本研究はJSPS科研費（基盤研究(C)課題番号18K02175）

を受けた研究成果の一部である。 
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Ⅰ．研究の背景と目的

 本研究の目的は、地域共生社会における介護福祉士の

地域福祉活動に焦点をあて、事例の収集と分析を通して、

活動の実態と地域における介護福祉士の役割の明確化を

試みることにある。

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域における

介護福祉士は、要介護高齢者の地域生活支援のみならず、

介護予防・フレイル予防、地域支援事業に対しても、地域

社会・地域住民との接点を持ちながら，様々な場面で地域

福祉の推進者としての役割を担うことが求められるよう

になっている。他方で、地域の福祉活動の担い手としての

介護福祉士の活動実態や役割・機能等についての研究は

蓄積が進んでおらず、介護福祉士がどのような地域福祉

実践を行っているのか、その実態は広く明らかにされて

いない。そこで、本研究では、①地域貢献活動を行う事業

所への調査を通して、地域福祉実践に従事する介護福祉

士の所在と活動内容を確認するとともに、②静岡県の地

域福祉実践場面で活躍する介護福祉士にインタビューを

行い、活動内容の実態に加え、期待される役割、必要な能

力について明らかにする。合わせて③介護福祉士の地域

福祉における役割の「見える化」をはかることを目指し、

本報告では、①について述べることとする。

Ⅱ．研究方法 

（１）文献による介護福祉士の地域福祉活動の現状把握

社会福祉施設の地域貢献に関する先行調査や事例の探

索を通して、介護福祉士が担う地域福祉活動を抽出する。

（２）静岡県内の介護福祉士の地域福祉活動把握

静岡県介護福祉士会、静岡県社会福祉協議会、静岡県老人

福祉施設協議会へのヒアリングとスノーボールサンプリ

ングにより、地域福祉活動に従事する介護福祉士の所在

と活動内容を把握し、インタビュー対象施設を選定する。

（３）事例調査と分析

静岡県の地域福祉活動に従事する介護福祉士について、

活動実態を知るためのインタビューを行い、活動内容と

役割を明らかにするとともに、必要な能力を検討する。

なお、倫理的配慮として、インタビューにおいて、研究

⽬的、⽅法、参加・不参加の⾃由、拒否による不利益のな

いこと、及び個⼈情報の保護について、⽂書と⼝頭で説明

を⾏い、書⾯にて同意を得る。

Ⅲ．結果と考察

厚労省の「社会福祉法人の生活困窮者等に対する『地域

における公益的な取組』好事例集」（令和４年３月）に紹

介される 360 事例を検討した結果、介護福祉士の関与が

明記される活動事例は１件のみであった。事例集におい

て、看護師・管理栄養士・ケアマネージャー・社会福祉士・

ＣＳＷ・作業療法士の関与が複数事例に明記される一方

で、介護福祉士は「職員」に一括され埋没している。各地

の事例集でも同様の傾向が見られ、「社会福祉法人の公益

的取組」からは、介護福祉士の役割を見出しにくかった。

この結果から、介護福祉士の地域福祉活動として、社会

福祉法における「公益的な取り組み」に限定せず、入居者

と地域住民との交流、地域の祭りへの関わりやゴミ拾い、

防犯・防災活動、集会室などの施設スペースの住民への開

放などを含めて、地域社会との信頼関係や協働を形成す

る実践を丹念に拾う必要があることが示唆された。

以上をふまえて地域貢献活動を行う５事業所に事前ヒ

アリングを行った結果、災害時の助け合い、施設の催しへ

の地域住民の招待、高齢者の居場所づくりのスペース提

供、介護予防講座・体操教室の実施、小中学生の学習支援

に介護福祉士が関わっていることが確認できた。

地域共生社会における介護福祉士の地域福祉活動

―活動の実態と地域における介護福祉士の役割の〈見える化〉の試み―

奥田都子（静岡県立大学短期大学部） 尾﨑剛志（静岡県立大学短期大学部）
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介護福祉分野における DX 研究を活かした教育と実践のあり方

‐リカレント教育推進事業「介護福祉×DX」及び「高齢者福祉×DX」講座の視座から‐

牛田篤（同朋大学） 下山久之（同朋大学）

Ⅰ.はじめに：2022 年度、文部科学省「DX 等成長分野を

中心とした就職・転職支援のためのリカレント教育推進

事業」において、同朋大学では「介護福祉×DX」に関す

る講座が採択された。「介護福祉×DX」講座では、合計

60 時間 40 分のプログラムを約 2 か月間程度の期間で実

施した。さらに、2023 年度、同朋大学では、文部科学省

「成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント

教育推進事業」において、即戦力人材輩出のため「共に

学ぶ・共に育つ」高齢者福祉教育実践というプログラム

名で、「高齢者福祉×DX」に関する講座が採択された。

「高齢者福祉×DX」講座では、合計 120 時間のプログラ

ムを約 5 か月程度の期間で実施した。前述の 2 か年の取

り組みにおいて、合計 100 名以上の受講者が全国から申

込みする状況があった。

Ⅱ.目的：本研究の目的は、介護福祉分野における DX 研

究を活かした教育と実践のあり方について、リカレント

教育推進事業「介護福祉×DX」及び「高齢者福祉×DX」

講座の視座を報告する。

Ⅲ.方法：本研究では、以下のとおり進める。

1）対象・検討方法：①論文検索サイトの CiNii 

Research にて、「介護福祉」「DX」と「高齢者福祉」

「DX」の 2 語に関して、論文及び書籍を検索し、本研究

を検討する上での基礎的な資料とする。②「介護福祉×

DX」講座と「高齢者福祉×DX」講座の受講者アンケート

を考察する。①②から、介護福祉分野における DX 研究

を活かした教育と実践のあり方を検討する。

2)倫理的配慮：本研究は、同朋大学学内倫理審査委員会

の承認を得た後に開始した。承認番号（2023－01-07）

3）研究期間：2023 年 1 月 7 日～2024 年 12 月 31 日。

4）分析方法：本研究では、調査手順に従い、文献検討

を基礎資料とし、アンケート結果を質的に分析する。

Ⅳ.結果：文献検討では、「介護福祉」と「DX」の 2語に

よる検索では、論文 5 件 、書籍 5 件 あり、本研究に該

当する論文は 2 件であった。「高齢者福祉」と「DX」の 2

語による検索では、論文、書籍ともに 0 件であった。文

献検討では、ICT、IoT、AI、データサイエンスの観点か

ら、理論と実践の観点からまとめられていた。介護福祉

と DX、高齢者福祉と DX をキーワードとした教育に関す

る論文や書籍、教材開発が十分ではなかった。また「介

護福祉×DX」講座の受講者アンケートからは、主に理論

的なことも重要であるが、実践的な内容を望む回答を得

た。そして、「高齢者福祉×DX」講座の受講者アンケー

トからは、具体的な事例や介護機器の活用、他の介護機

器の活用も学びたい、実際に様々な介護機器に触れて演

習したい。という内容の回答を得た。

Ⅴ.考察：本結果から、介護福祉分野における DX 研究を

活かした教育と実践のあり方について、実際に介護機器

に触れながら①DX を活かした生活を支える 5 つの視点と

介護過程の展開との関連づけ、②DX を活かした根拠に基

づく生活支援、それらを教育することが重要であると考

える。DX の活用は、介護従事者の負担軽減という側面の

みではなく、多職種連携の充実、利用者の QOL 向上、根

拠に基づくケアの質に資する教育と実践が重要であると

考える。また先の講座報告書から、デジタイゼーショ

ン、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメ

ーション（DX）の捉え方を教育することが必要である。

-64-



第 2 分科会

介護実習・外国人留学生教育

座長：井上理絵 氏（富山短期大学）

奥野勝太 氏（富山短期大学）

13：20～13：40 北村光子
異文化間の介護指導

―日本人介護者と外国人介護者の認識―

13：40～14：00 野田由佳里 外国人留学生支援にみる介護福祉士養成教育への示唆

14：00～14：20 村上留美
高齢者福祉施設における外国人介護福祉士の定着支援

―施設管理者へのインタビューから―

14：20～14：40 松山美紀 外国人初学者の実践力を高めるアプローチ

14：40～15：00 井上理絵 シャドーイングを取り入れた介護実習とその効果
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異文化間の介護指導

―日本人介護者と外国人介護者の認識―

北村 光子 （周南公立大学）・西村 浩子（周南公立大学）

Ⅰ．目的

日本に介護を学ぶために入国する外国人（以下、外国

人介護者）が今後も増加する見込みである一方で介護指

導は日本語で行われている。そこで、日本人介護者と外

国人介護者間の「言葉の壁」に注目し、世界共通語であ

る英語使用のニーズがあると仮説を立てた。本研究の目

的は、英語使用の必要性を始め介護指導での異文化コミ

ュニケーションなどに対する日本人介護者と外国人介護

者の認識を調査し今後への示唆を得ることである。

Ⅱ．調査方法と分析

１．調査対象

A 県、B 県の介護施設（グループホーム、老人保健施

設など）で勤務する日本人介護者・外国人介護者各 30

名（実施時期：令和 6 年 7 月；最終分析対象：59 票）。

2．調査内容

日本人介護者と外国人介護者に対し、介護指導でのコ

ミュニケーションや労働環境等に関する質問紙を作成し

回答を収集した。具体的には、日本人介護者への質問項

目は 36 項目（内 19項目が 5 件法）で、外国人介護者へ

は 44 項目（内 19 項目が 5 件法）であった。また質問 2

項目については、その回答の理由について記述による回

答を求め、質問紙の最後に自由記述欄を設けた。調査票

の返送の際には個人が特定されないよう配慮した。

3．分析方法

5 件法を用いた項目のうちターゲットとした回答は t

検定を行った（被験者間、信頼係数（Cronbach’s 

alpha）。記述解答は図式化により可視化した。

4．倫理的配慮

質問紙調査では、参加により回答者に不利益が生じる

ことはなく研究以外の目的で使用しないこと等説明し、

同意を得た。本調査は、周南公立大学教育研究倫理審査

委員会より、2024 年 7 月 19 日付で承認を得ている。

Ⅲ．結果

1．質問紙調査（両群の認識の差異；主な結果を記す）

日本人介護者と外国人介護者間のコミュニケーション

成立への認識（5=肯定的）に両群間で有意差はなく

（t(57)=1.46, p=.151, r=.09; M=4.20, 3.97）、因子

「職場・介護指導での英語の必要性」（5=必要）は、

t(57)=1.99, p=.051, r=.26（M=3.26, 2.69）だった。

2． 質問（介護指導の可否・外国人介護者への評価）と

その理由の記述式回答（分析対象：日本人介護者のみ）

日本人介護者の 8割が外国人介護者への介護指導は可

能であると肯定的な回答をしていた。その理由の例とし

ては、言葉の問題の存在を認めつつも、言語外要素（実

際の動作の提示、翻訳機の活用・言い換えの工夫など）

の活用により技術伝達は可能である、などが見られた。

また日本人介護者の多くは、外国人介護者の勤勉さ（仕

事・専門用語の学習）、コミュニケーション能力や日本

文化への理解、日本語能力などを高く評価し、外国人介

護者を概ね肯定的に捉えていることも記されていた。

Ⅳ. 考察

日本人介護者と外国人介護者は両群とも、お互いのコ

ミュニケーションにほぼ問題はなく、介護指導における

英語の必要性はあまり感じていない可能性が示された。

これは外国人介護者が入国前に N4レベルなどの日本語

を修得した上で言語習得が促進される環境で就勤し、現

在も日本語を学び続けていることが理由と考えられる。

また、良い人間関係の構築の影響の可能性も示唆された

Ⅴ．結論

介護指導に「英語」が必要であるという仮説は支持さ

れなかった。さらに、異文化間のコミュニケーションの

成立などへの認識の差異もみられなかった。今回の調査

は、介護指導をする上でコミュニケーションに特化して

おり、介護指導をする上でエビデンスに基づいたものま

で追求していない。今後は、エビデンスに基づいた介護

指導の在り方について検討したい。

VI. 謝辞

本調査にご協力くださった皆様に心より感謝致します。
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外国人留学生支援にみる介護福祉士養成教育への視座

野田由佳里（聖隷クリストファー大学）松山美紀 （国際医療福祉大学）

Ⅰ 背景

外国人介護労働者の推移報告は発表年次が異なるため

定点の実数は正確ではないが、在留資格者だけでも

55,000 人（2023 年 12 月とした場合）を超え、介護人材

として大きな役割を占めている。また介護福祉士養成施

設の入学者に占める外国人留学生は年々増加している。

本研究の着想は、外国人留学生の介護福祉士養成校入学

時の日本語能力に関係なく、クラスを活性化した学習組

織に形成していくことで、国家試験の合格率への好循環

や、継続就労の後押しに繋げたいというものである。

Ⅱ 目的

外国人留学生の入学、在学中、卒業までの経年推移か

ら、今後の多様化する介護福祉士養成教育への視座を得

ることを目的とする。

Ⅲ 方法

留学生事例の蓄積から、経年推移のデータベースの

index 項目の抽出を試みる。倫理的な配慮として事例と

する学生の養成校名、個人名、年齢、性別、出身国、入

国時期、卒業年次など個人を特定するものは取り扱わ

ず、ID 管理を行う。ID 管理は研究代表者のみが行い、

施錠できる書庫に保管する。

Ⅳ 結果

第 1 研究である初年度は、20 人の留学生を研究対象者

として事例としてまとめた。その中で浮かび上がってき

たものは、≪視点１：入学時≫①日本語能力の低下 ②

入学する留学生の出身国や入国ルートの多様化≪視点

２：国家試験合格のメソッド≫①日本語能力 ②コミュ

ニケーション量 ③学習意欲≪視点３：継続就労に影響

を及ぼす促進要因≫①本人の QOL ②長期就労につなが

る継続動機 ③学生募集への参画 の 3 点であった。

Ⅴ 考察

入国ルートの多様性から、文化（宗教を含む）・生活

理解以前に、日本語学校ルートによっては、日本での生

活経験が全くない状態で入学する留学生も増加してい

る。言語理解においても、漢字圏か非漢字圏なのか、文

法の成り立ちによっても、学習進度に大きく差が生じ

る。今回の報告では取り組みの 1 年目として 20 事例を

取り上げ、仮説検証を行うと共に、index 項目について

検討を行ってきた。index 項目は個別的なものを想定し

ており、入学時の日本語能力以上に、個別的な学生自身

の意欲【将来へのモチベーション・学習意欲】が大きな

要素であることが明らかになった。また 20 名の検証か

ら、学生組織に影響を及ぼす要素として、日本人学生と

のコミュニケーション【量・質・深さ】が肝要であると

いう仮説も浮かび上がった。研究成果として、心理面で

は、教員・学園職員・アルバイト先という人材からなる

【メンタルサポート】、身体面では、教員・学生組織に

よる【コミュニティサポート】、環境面では、奨学金法

人からの支援を受ける【ライフサポート】、学習面 養

成校教育としての【ピアサポート】【スタディサポー

ト】などがアプローチ方針の軸になり得ると捉えた。養

成校入学時の日本語能力に関係なく、学習するクラス、

学習を活性化させる組織にしていくことで国家試験の合

格率に反映させていき、国家試験合格及び継続就労への

後押しにしたいと考える。

今後は、多くの事例を経年的に追うことで、階層化

し、学生のタイプごとの具体的な学生支援方針（アプロ

ーチ）の内容を提案することを次の課題とする。

Ⅵ 結論

研究成果は、外国人留学生のみならず、基礎学力、コ

ミュニケーション力の低い日本人学生に対するアプロー

チにも期待出来る。
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外国人初学者の実践力を高めるアプローチ

松山美紀 （国際医療福祉大学）野田由佳里（聖隷クリストファー大学）

I 目的

介護現場が抱える人材不足は、外国人労働者・留学

生の増加に伴い、外国人初学者の教育・研修における

課題（日本語力、文化的相違など）が生じている。研

究者らは、特に外国人介護初学者が直面する「文化や

価値観の違い」「模範的行動に偏りがちな教育」「現

場の多様性・曖昧さへの対応不足」など、留学生に対

する教材を発展させ、介護福祉専門職（初心者～中堅

層含む）向けの実際の介護現場を反映した日常的な場

面を取り入れた動画教材の開発を試みた。初学者及び

現任研修の動画使用の有効性について考察を行うこと

を目的とする。

Ⅱ 方法

「外国人初学者（留学生・外国人労働者など）に対

して、実際にどのようなアプローチが実践力を高める

うえで効果的か」を、従前の研究成果を“統合”し更

に、動画活用の意義、現場教育の課題を再整理する。

オリジナル事例を作成し、動画への出演は共同研究者

相互で行ったため、倫理的にも問題はない。

Ⅲ 結果

【外国人介護職初学者特有の傾向】において、以下の3点

が抽出された。➀日本語力の問題 ➁文化的背景の違いに

よる誤解 ➂「模範回答」への先入観の強さ。また【柔軟

な思考・判断力を育む要素の抽出】において動画内容が

「利用者の多様な価値観・感情」を示しているシーンほど

学習者の理解が難しい。

Ⅳ 考察

〇外国人介護職初学者特有の傾向

動画視聴において、動画の内容が視聴者にどのように伝わっ

ているのかが、テーマごどに大きく異なっていた。日本語力の

問題により、多くの視聴者が動画の意図を理解できない傾向が

示された。また、異文化の要素が過度に協調されると、視聴者

が混乱したり、誤解を招いている可能性があり、難易度や視聴

者の理解度に十分な配慮が必要であることが明らかになった。

１つの場面で２つの重要なポイントが表出されるような場面設

定の場合は、注意が分散し、片方のみに関心が向く可能性が示

唆された。人の思考の基盤となるものは、文化的背景の影響を

受けることが多いため、動画の作成においては、文化的背景に

関する知識を段階的に習得できるような設計や、動画を補完す

る形で、異文化理解に関する追加的な学習リソースや指導が提

供されることが望ましいと考えられる。

介護教育において、教科書的な模範的行動が協調されること

は、標準的な対応や倫理的な行動規範を学ぶことができ適切な

基盤をもつことができるが、限界も存在する。本研究において

も、視聴者が模範的な回答に終始していることが確認された

が、これは、介護現場で求められる柔軟な対応力の向上を妨げ

る可能性がある。模範的な教育に重きを置いている学生は、曖

昧な状況に対しても教科書的な解決策に頼る傾向が強く見受け

られた。これは、介護教育において、模範的行動の教育ととも

に、曖昧さや予測不可能性に対応するための教育アプローチが

必要であることを示唆している。

〇柔軟な思考・判断力を育む要素の抽出

視覚的に確認できない利用者の価値観や感情の理解について

は、多くの視聴者が理解が難しいことが示唆された。特に「価

値観」や「性格」に関する動画において、視聴者が利用者の真

相にある価値観や微妙な感情の動きを正確に読み取ることがで

きていない傾向がみられた。このことは、外国人初学者にとっ

て、視覚的に確認できる情報に依存せず、利用者の背景や要因

を理解する力が不足している可能性を示している。これらの結

果から、利用者の非言語的なサインや内面的な価値観を読み取

る能力の育成が外国人初学者に対する介護教育において一層重

要であることが示唆される。

今後は、模範的行動と予測困難な場面のバランスや文

化的背景を可視化する教材の必要性を検討しつつ、難易

度と場面設定に十分に留意し、動画の洗練化を行ってい

く予定である。
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実習指導者と共につくる魅力的な介護実習

－シャドーイングを取り入れた実習－

井上理絵（富山短期大学健康福祉学科）

Ⅰ はじめに

介護福祉士養成課程での介護実習は 450 時間であり、

中でも最初に行う実習は、介護が必要な人や介護の現場

を理解する基礎的な実習である（以下、基礎実習とす

る）。基礎実習をとおして「介護って辛そう」「介護を仕

事にしたくない」ではなく、「介護職をしてみたい」「介

護福祉士をめざしたい」にするためにはどのようにすれ

ばよいか、本学科の実習施設・事業所の分野別に選出し

た指導者９名と検討会を行い、「シャドーイング」を取

り入れた「基礎実習Ⅰ-1」を令和４年度から実施した。

Ⅱ 目的

シャドーイングを取り入れた基礎実習で得た学生及び

実習指導者の気付きを分析し、今後の実習指導のための

基礎資料とする。

Ⅲ 方法

(1）対象者 基礎実習Ⅰ-1 を履修した学生 29 名

基礎実習Ⅰ-1 の実習指導者 15 名

(2) シャドーイングの研修

学生:実習前にシャドーイングの講義、ロールプレ

イと記録方法(観察学習シート)の演習を実施。

実習指導者:実習全体の説明と講師による具体的な

指導方法や対応を含めた「シャドーイングを取

り入れた実習」の講義を実施。

(3) 基礎実習のシャドーイングでの実施状況の把握

①学生は日々の記録に加え、観察学習シートを記入。

②学生の日々の記録、観察学習シートや指導者のコメン

ト等を質的に分析。

(3) 倫理的配慮 富山短期大学倫理委員会にて審査を受

け承認を得た。(承認番号:R4-31)

Ⅳ 結果と考察

(1)学生の気付き

ロールモデルである指導者の行動を客観的に観察し、

学内で学んだ知識や技術を頭の中で結びつけることがで

きている。また、不安が少ない状態で実習に取り組め、

指導者の行動を意図的に観察し、メモを取ることで、介

護の具体的なイメージを描くことができたと考える。

(2)実習指導者の気付き

指導者は自分自身の介護観や介護の魅力の確認を行

い、介護の魅力を学生に伝える具体的方法を考える機会

になったのではないか。そして、ロールモデルとして

「自分の説明が実習生に大きな影響を与える」と実感し

たことは、指導者のスキルアップにもつながっていくと

考えられる。

(3)シャドーイングを取り入れた効果

介護福祉士資格取得を目指す学生は導入の前に比較し

て 17.7%高くなり、令和５年度以降は 100％になった。

-70-



第 3 分科会

チームマネジメント・連携・介護福祉教育①

座長：高野晃伸 氏（中部学院大学短期大学部）

中川千代 氏（高田短期大学）

13：20～13：40 辻 真美 ホームヘルパーが受けるカスタマーハラスメント対策の課題

13：40～14：00 松田愛美
特別養護老人ホームにおける介護職リーダーの組織市民行動

組織への帰属意識に着目した一考察

14：00～14：20 岡本浄実
ボードゲームを活用した高齢者を対象としたレクリエーションに関する考察

―探求学習を中心に―

14：20～14：40 下山美由紀

新型コロナウイルス感染症発生後に卒業した介護福祉士の就労への影響と新人教育

の現状

―介護福祉施設の教育担当者及び卒業生へのインタビューより―

14：40～15：00 高野晃伸
介護福祉士養成校における 3D プリンタを活用した授業の効果

―授業を体験した学生を対象としたアンケート調査―
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ホームヘルパーへのカスタマー・ハラスメント対策の課題

辻真美（高知県立大学）三好弥生（愛知東邦大学）

Ⅰ 背景

顧客による理不尽な要求等カスタマー・ハラスメント

（カスハラ）は、多様な分野で社会的問題としてクロー

ズアップされている。厚生労働省は、2023年９月、「心理

的負荷による精神障害の認定基準について」（基発 0901

第２号）という通達を出し、心理的負荷の大きい具体例

として「人格や人間性を否定するような言動を執拗に受

けた」等を新たに労災認定基準の対象に加えた。東京都

でも、全国初の「東京都カスタマー・ハラスメント防止

条例」を策定し、これを基に作成された「各団体共通マ

ニュアル（素案）」（マニュアル素案）では、介護現場に

おけるカスハラの場面も挙げている。

Ⅱ 目的

本研究の目的は、「東京都カスタマー・ハラスメント防

止条例」（第 14 条）に基づき作成されたマニュアル素案

に示された内容が、ホームヘルパー（ヘルパー）へのカ

スハラ対策として適切であるかを検証することである。

研究対象は東京都が公開しているマニュアル素案である

ため、倫理的な配慮の必要はない。

Ⅲ 方法

本稿では、マニュアル素案に示された事例や対策を、

筆者らのこれまでのヘルパーへのハラスメントに関する

調査研究結果と照合し、マニュアル素案の対応がホーム

ヘルプサービスの現場の実態に即しているかを考察する。

Ⅳ 結果と考察

１．ホームヘルプ業務は、公共性が高く容易に中断や中

止ができない。マニュアル素案では、迷惑行為であるこ

とを明確に伝え、対応できない旨を伝えることとされて

いる（ｐ26）。しかし、ヘルプ労働は一般の接客業とは異

なり、介護保険制度下で提供される公共性の高いサービ

スである。故に、理不尽な要求等を受けたとしても即座

にサービスを中止・中断することは、容易ではない。ヘ

ルパーは、在宅生活継続のために、利用者の健康や生活

を支えている。サービスの中止・中断はその健康を害し、

生活の破綻を招くことに繋がる。したがって、著しい迷

惑行為を受けた場合であっても、利用者の生存権を守る

ため、サービスを中断・中止せざるを得ない状況であっ

ても、何らかの方法で必要なサービスの継続を検討しな

ければならない。例えば、同事業所内でのヘルパー交代

や、外部の関係機関との連携のもと、他事業所によるサ

ービス提供につなげるといった対応である。ホームヘル

プサービス以外の生活保障が整うまでは、何らかの形で

ヘルパーのサービス提供は続けられなければならない。

つまり、公共性の高いホームヘルプ業務においては、そ

の場面で即座にヘルパー側より一方的にサービスを中

止・中断することは難しいのが現状である。

２．認知症や精神疾患を有する対象者には、警察に通報

することは適切ではない。マニュアル素案では、躊躇せ

ず警察に通報することとなっている（ｐ29）。筆者らが行

ったアンケート結果の中には、ヘルパーが、認知症を有

する女性から〈急に激怒され、髪の毛をつかまれ、土下

座まで強要された〉というものがあった。

宮下（2020）は、介護現場において暴行を受けてけが

をさせられた際、警察に通報する判断基準の一例に「行

為者が、認知症や精神疾患のない人である」ことを挙げ

ている。つまり、認知症や精神疾患に基づくカスハラは、

犯罪には該当しないとされている。カスハラに抵触する

行為であっても、それが幻覚や妄想、記憶障害によるも

のであった場合、その行為は、警察に通報しても犯罪と

して扱われない可能性があると考えられる。

Ⅴ 結論

ホームヘルプ業務は、公共性が高く容易に中断や中止

ができない。また、警察に通報するというのは、判断能

力のある人を前提とした対応となっており、適切ではな

いと考えられる。

引用・参考文献

・東京都（2024）「各団体共通マニュアル（素案）」

・宮下久美子（2020）『介護職員を利用者・家族によるハ

ラスメントから守る本』日本法令出版部.

・辻真美・三好弥生・荒川泰士（2024）「ハラスメント事

例に向き合うホームヘルパーの意識や思い」『高知県立

大学紀要社会福祉学部編』73，pp49-60.
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特別養護老人ホームにおける介護職リーダーの組織市民行動 

組織への帰属意識に着目した一考察 

松田愛美（神奈川県立保健福祉大学） 

 

Ⅰ.研究目的 

 組織市民行動は「自由裁量的で、直接的ないし明確に

公式的な報酬システムでは認識されておらず、全体とし

て組織の有効的機能を促進する個人的な行動」(Organ：

l988)と定義され、職務満足や組織コミットメントと正

の相関があるとされる。本研究は、利用者の重度化が進

む特別養護老人ホームの介護職リーダーの組織市民行動

の特徴を明らかとすることにより、介護職リーダーの組

織に対する帰属意識に着目した就労継続の一助とするこ

とを目的とする。 

Ⅱ.研究方法 

１） 調査対象者 

 調査対象者は、A県内にある B従来型特別養護老人ホ

ームに勤める介護職リーダー10名である。介護職リーダ

ーの定義として、医療職を除く週 40時間程度の勤務を

行う介護職であり、役職をもつ者とした。 

２） 調査方法 

 自記式質問紙を配付し、後日回収した。質問項目は、

①基本情報(性別、年齢、保有資格、介護経験年数、現

在の役職)、②帰属意識、③日本版組織市民行動尺度(下

位尺度「組織支援」を除く 25項目)(田中:2004)、④メ

ンバーへの信頼、⑤職務満足とした。 

３） 分析方法 

 調査対象者が少なく量的分析に向かないため、単純集

計を行った後、各調査対象者の回答を質的に分析した。

また、同じ組織市民行動を調査した先行研究と比較検討

した。 

４） 倫理的配慮 

本研究は聖隷クリストファー大学の倫理審査の承認を

得て実施した（聖隷クリストファー大学倫理審査承認番

号 23046）。 

Ⅲ. 結果 

性別は男性 6名、女性 4名、平均年齢は 39.9歳、保

有資格は介護福祉士 9名、ホームヘルパー1名、介護経

験年数の平均は 13.75年、現在の役職は複数のグループ

を統括するリーダー(主任等)が 3名、副主任が 2名、中

堅職が 5名であった。日本版組織市民行動尺度におい

て、最も平均点が高かった下位尺度は、職務上の配慮で

あった。 

Ⅳ.考察 

 組織市民行動の得点を先行研究と比較すると、介護職

リーダーは、介護職と製造業における労働者よりも高い

が看護師よりは低かった。組織への帰属意識には、役職

の有無や資格の有無が影響を与えると考えられる。 

Ⅴ.引用文献 

Organ. D. W and Podsakoff, P and Mackenzie, S. B(2

006) Organizational citizenship behavior: itsnat

ure, antecedents, and consequences, SAGEPublicat

ions (= 2007,上田泰訳『組織市民行動』白桃書房．） 

田中堅. (2004).日本版組織市民行動尺度の妥当性と信

頼性，および項目特性についての検証. 産業・組織心

理学研究. 18(1), 15-22.  
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ボードゲームを活用した高齢者理解に関する研究

―探究の見方、考え方を働かせるー

岡本 浄実(京都文教大学)

Ⅰ 背景

厚生労働省では、多様な人材の確保に向けて、介護分

野への介護未経験者の参入を促進するため、介護に関す

る入門的研修の実施に関する基本的な事項を定め、研修

実施を推進している。また、小・中・高校生向け等若者

に対する福祉・介護のしごとの啓発をおこなうパンフレ

ット・リーフレットの作成も行い、介護人材のすそ野を

広げる取り組みがされている。一方で 1980 年(昭和 55

年)には、三世代同居率は過半数を超えていたが、近年

では 20%程度で推移している(内閣府)。また、高齢者の

子どもや孫と「いつも一緒に生活できるのがよい」は、

減少しており、密度の薄い付き合い方でもよいと考える

高齢者が増加した。若者世代もギガスクール構想、総合

的な探究の時間の導入などの教育改革を体験している。

スマホなどの普及で社会や生活が大きく変わる中、デジ

タルテクノロジーに早くから親しむ環境で育っているα

世代(タイムパフォーマンスを重視、社会課題への関心

が高い等)という世代にも着目し、介護の仕事を知って

もらうことも重要である。

Ⅱ 目的

本研究は、高校の探究学習の教材としてボードゲーム

を活用した高齢者理解を試みるための教材研究である。

目的は、若者が生活の視点を持ち探究心を養うこと、若

者が高齢者の生活に関心を持つことで介護問題に置き換

えることである。

Ⅲ 研究方法

教材を開発するための探索的な研究である。倫理的配

慮は、人を対象とした研究ではないため該当しない。

Ⅳ 結果

ボードゲームの体験が言葉による見方・考え方、数学

的な見方・考え方など各教科・科目等の特質に応じた物

事をとらえる視点や考え方を組み合わせ繰り返し活用す

ることができると考え、体験として整理したワークシー

トを試作した。

Ⅴ 考察

探求の見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習

を通して、自己の在り方生き方を考えながら、よりよく

課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとお

り育成することを目指す(高等学校学習指導要領(平成 30

年告示)解説「総合的な探究の時間」)。 各学校の教育

目標を踏まえ設定する。総合的な探究の時間を通して育

成を目指す資質・能力を「三つの柱」に即し、目標を実

現するにふさわしい探究課題として、現実的な諸課題に

対応する横断的・総合的な課題(国際理解、情報、環

境、福祉、健康など)、職業や自己の進路に関する課題

がある。ボードゲームは、「卓上にボードやコマ、カー

ドを置きそれらを操作することで遊ぶゲーム」である。

探究課題の設定時にボードゲームを体験し社会的なイン

トロダクション体験し 1)、探求課題を設定する導入とな

ると考える。 近年は、金銭のやりとりのない形や、会

後業界への理解を深めるための教育ツールとしてのボー

ドゲームも発表されている。また、ボードゲームがもた

らす効果を裏付ける試みも行われている。

Ⅵ 引用・参考文献

１)有田隆也「ドイツボードゲームの教育的利用の試み-

考える喜びを知り生きる力に結び付ける-、コンピュー

タエディケーション」Vol.31.2011、一般社団法人 CIEC
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新型コロナウイルス感染症発生後に卒業した介護福祉士の

―就労への影響と新人教育の現状―

介護福祉施設の教育担当者及び卒業生へのインタビューより

 下山美由紀 髙橋由紀 池森康裕 志水幸（北海道医療大学）

Ⅰ目的：新型コロナウイルス感染症（以下 COVID-19 と

する）が拡大し，介護実習の短縮や学内実習の実施，実

習内容の変更などが余儀なくされた．その中で養成教育

を受け卒業した学生が，福祉施設で介護福祉士として就

労している.福祉施設等では,就職後も感染症対策が継続

され,人員不足等の課題も推察されるが， 代替実習等の

教育環境の変化がどの様に新人介護福祉士の就労や新人

教育に影響しているかの報告は少ない．

そのため本研究では，福祉施設の教育担当者と養成課

程を卒業した介護福祉士への聞き取りにより，COVID-19

発生後に卒業した介護福祉士の就労への影響や新人教育

の現状を明らかにし，今後の介護福祉士養成課程での教

育及び新人教育の示唆を得ることを目的とする. 

Ⅱ方法：1対 1 の半構成的面接法を用いた質的記述的研

究.調査期間は 2023 年 6 月～12 月．研究対象者は実習施

設や COVID-19 発生後に卒業した介護福祉士が就労して

いる福祉施設の教育担当者（以下教育担当者とする）10

名及び COVID-19 発生後に卒業した介護福祉士（以下卒

業生とする）6 名.分析方法は逐語録を作成し，介護福祉

士の就労への影響や新人教育，及びそれらに関連する内

容を抽出し，コード化から徐々に抽象度を上げサブカテ

ゴリー化．サブカテゴリーの類似性と相違性を比較検討

し，カテゴリーを生成する．その後生成したカテゴリー

の関連性を分析する．

倫理的配慮：本研究は，北海道医療大学看護福祉学部

研究科倫理審査委員会の承認を受け,事前に同意を得て

実施（承認番号 22N029029）．開示すべき COI はない．

Ⅲ結果：教育担当者 10 名のインタビュー結果より 35 の

サブカテゴリーと 14 のカテゴリー【 】が生成され、

卒業生 6 名のインタビュー結果では 22 のサブカテゴリ

ーと 11 のカテゴリー【 】が生成された．

 教育担当者は、介護実習を重要なものと捉えており，

卒業生も介護実習は学ぶ機会であると認識していた．し

かし，コロナ禍となり【コロナ禍の実習経験不足による

不安や劣等感】があると教育担当者は受け止めており，

卒業生自身も【コロナ禍の介護実習での経験不足】を感

じ、就職への影響がみられた．就職後の介護現場の状況

は，【コロナ禍による介護現場の過酷な状況】であり，

【信頼関係に影響したコロナ禍のコミュニケーション】

等による利用者や職員との関係構築の困難さがうかがわ

れた．職員教育が困難な中，【新人教育は教育プログラ

ムに加え個別指導を重視】し、時間をかけ実施されてい

た．過酷な状況下で教育担当者は，教育を実施しながら

職員教育の重要性を実感し，指導者育成や教育体制づく

りへの課題を抱えていた.卒業生は戸惑いや不安があり

ながらも就労を継続しており，離職予防や職業継続に影

響する関わりがあることもうかがわれた．

Ⅳ考察：COVID-19 発生後の卒業生は，介護実習での経験

が不足しており，不安を抱えて就労している状況であっ

た．利用者や職員との信頼関係構築が困難となったコミ

ュニケーション不足や感染対策への緊張感や業務拡大，

人員不足などの過酷な状況は，卒業生の就労に大きく影

響していたと考える．職員教育が困難な中，新人教育

は，新人職員の状況に合わせ個別指導を重視した教育が

実施されていた. 教育担当者は，職員教育の重要性を実

感しており，介護の資質向上への教育体制に対する課題

を抱えていることが明らかとなった．また，卒業生が就

労を継続するために影響する関わり等の示唆を得た．職

員教育は継続して実施されていく必要があり，そのため

の体制づくりは必須である．教育担当者は，養成施設と

介護現場の連携を求めており，卒業生支援や介護教育の

連携など今後の取り組みへの示唆を得ることができた．
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介護福祉士養成校における３Dプリンタを活用した授業の効果

―授業を体験した学生を対象としたアンケート調査―

高野 晃伸（中部学院大学短期大学部），中川 雅人（中部学院大学）

Ⅰ 目的

近年、急速に普及が進むデジタル工作技術である 3D プ

リンタは、個別応答性の高い特性から介護現場で活用し現

場職員自ら福祉用具を作製できれば、要介護者の生活や支

援を適切に改善できる可能性がある。この考えに基づき報

告者らは、これまで研究・実践活動を継続的に実施し、一

定の成果を確認している 1）。

また、これまでの研究を土台とした基礎的学習プログラ

ムを福祉用具作製の授業を短期大学(2 年課程)の介護福祉

士養成校で学ぶ 2年生を対象に実施している。そこで、こ

こで学んだ知識・技術が卒業後の介護現場で活かすことが

出来ているか把握するためアンケート調査を実施した。

Ⅱ 方法

短期大学介護福祉士養成課程 で、  3Dプリンタを活用し

た福祉用具作製」の基礎的学習プログラムを受講した、2021

年度から 2023 年度の卒業生 164 名を対象にアンケート調

査を実施した。回答方法は書面による返信または WEBのど

ちらか選択できるようにした。本研究は、中部学院大学・

中部学院大学短期大学部倫理委員会の承認を得て実施し

（承認番号：C24-0030）た。研究への参加有無は自由意志

によるものとし、アンケートの回答をもって研究参加の同

意を得た。回答期間は2024 年 11月 21日（木）から 12月

31日（火）までとした。

Ⅲ 結果

アンケートの結果、36通の回答を得ることができた（回

収率 約22.0％）。アンケート項目のうち  在学中の講義  3

Ｄプリンタを活用した福祉用具作製」で学んだこと』につ

いて、  利用者の状態を注意して観察すること」が現在の

職場で役立っていると思うか』について75％（27人）の人

が  とてもそう思う」 まあそう思う」と回答している。さ

らに  利用者の状態に合わせて必要なものを考えること」

が現在の職場で役立っていると思うか』について84％（30

人）の人が  とてもそう思う」 まあそう思う」と回答して

いる。 職場で 3Dプリンタを活用しているか』の質問に対

しては、6％（2人）は 活用している」の回答を得た。

Ⅳ 考察

在学中に実施した基礎的学習プログラムは、卒業後の介

護現場にて、その学びが役立てられていることが確認され

た。同プログラムの目的の一つとして、利用者に対する観

察やアセスメント能力の育成を挙げていることから一定の

成果を得ていると評価できる。3Dプリンタを介護現場で活

用するには予算や職場の理解など課題があるため、卒後支

援をおこなう教育機関として役割を把握すると共に、効果

的な実施を促す体制（プラットフォーム）の構築を目指す

ことが今後必要といえる。

謝辞

本研究は JSPS 科研費 JP19K02208 の助成を受け実施した

研究である。

引用・参考文献

1) 高野晃伸 中川雅人：3Dプリンタを活用した福祉用具作

製ワークショップの意義‐介護福祉現場における 3D プリ

ンタ活用の実践報告‐．第 29 回日本介護福祉教育学会抄

録、（2024）

2)高野晃伸 他：介護福祉士養成校の学生に対する 3Dプリ

ンタを活用した授業の評価-2 年間実施した基礎的学習プ

ログラムのアンケート結果-．人間福祉学会誌第 23 巻第 2

号,167-173（2023）
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第 4 分科会

外国人とのチームマネジメント・介護福祉教育②

座長：村上逸人 氏（同朋大学）

井川淳史 氏（聖隷クリストファー大学）

13：20～13：40 篠﨑良勝
ICF の枠組みが抱える日本の介護福祉支援との「乖離」と「懸念」

― P.E.I.P.（ペイプ）による個別性重視の新たな介護福祉支援モデルの提唱―

13：40～14：00 城田 忠
外国人留学生における、日本の日本語学校の学習スタイルについて

―介護教員と日本語教師の資格を取得している立場から―

14：00～14：20 齊藤美由紀
外国人施設長を登用した法人の外国人介護職員に対する人材養成の取り組み

― インタビュー調査から養成校における留学生への教育方法の検討 ―

14：20～14：40 木田茂樹

「新しい認知症ケア」を具現化する諸理論の共通要素に関する文献検討

―「バリデーション」、「パーソン・センタード・ケア」、「ユマニチュード」に関する

日本語文献を中心に―

14：40～15：00 村上逸人
多様化した介護スタッフの課題

―異文化アジリティの視点から―
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介護福祉支援における ICF の｢限界｣を補完する新たなモデルの提案

－P.E.I.p.モデルを用いた包括的な介護福祉支援フレームワークの構築－

篠﨑 良勝（聖隷クリストファー大学） 井川 淳史（聖隷クリストファー大学）

Ⅰ.研究目的

ICF は、WHO が策定した健康状態、生活機能、障害およ

び健康関連の情報を統一的に評価する国際的に標準化さ

れた枠組みであり、医療・福祉・教育など多分野で活用さ

れている。日本の介護福祉支援においても ICF を基にし

た VISIT （2016 年度）や CHASE （2020 年度）が導入され、

2021 年度からは両システムを統合した LIFE が運用され

ている。また、ICF は国際的な標準化を優先した合理的な

枠組みのため、個人因子を「非該当」としており、当事者

の性格や価値観、生活歴が支援計画に反映されにくい課

題がある。この点に関して、高木（2008）は 「本人の思い」

を見極め、効果的な支援のためには「主観」の項目の必要

性を日本から WHO に提案すべきと指摘し、 「科学的介護情

報システム（LIFE）を活用した介護過程実践に関する調査

研究事業」（2022）には、「利用者の想いや心理状態、家族

の想いなど、現在の LIFE では網羅しきれていない情報が

多い」との事業者からの意見が記載されている。

そこで本研究は、ICF の課題を補完し、日本の福祉支援

の基盤である 「尊厳を保持し、自分らしく生きること」の

実現を目指す新たな介護福祉支援モデル 「P.E.I.p. （P:個

人的要素,E:環境的要素,I:自立的要素,p:身体的要素）モ

デル」（以下、P.E.I.p.）の提案を目的とする。

Ⅱ．研究方法

「ICF 国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-」を基

に、ICF が個人因子を 「非該当」とする背景とその影響を

整理した。また、ICF を基盤とした支援に関する課題を指

摘した論文や報告書を調査し、ICF と P.E.I.p.の構造的

特性を比較し、P.E.I.p.の独自性を評価するとともに、

P.E.I.p.の学術的背景を整理し、介護過程教育、及び介護

福祉現場における適用可能性を評価した。なお、本研究は

先行研究について著作権の侵害がないように配慮を徹底

した上で実施した。

Ⅲ．結果

ICF が個人因子を 「非該当」としたのは 「情報」の国際

的な標準化を優先したためであり、一貫性は確保される

が、利用者の価値観や生活歴が反映されにくい課題があ

る。一方、P.E.I.p.は 「支援者の観察項目」を体系化し、

利用者の多様なニーズを包括的に把握する枠組みを提供

する。これにより、個別性の高い介護福祉支援計画の作成

が可能になり、ICF を補完する実用性が示唆された。また、

支援者の観察視点の標準化により、多様な状況に対応可

能な支援モデルの構築が期待される。

Ⅳ.考察

ICF は 「情報のコード化」を重視する一方で、個人的要

素を 「非該当」としたため、日本の福祉支援の基盤である

「尊厳を保持し、自分らしく生きること」を十分に反映で

きない支援を生み出しやすい課題がある。この点におい

て、ICF の標準化の利点を活かしつつ、個別性を高める補

完的アプローチとして P.E.I.p.を位置付けることができ

る。P.E.I.p.は ICF が重視する標準化を尊重しつつ、個人

的要素を包含することで、当事者の価値観や生活歴を反

映した介護福祉支援計画の作成を可能にする枠組みであ

る。本研究は、P.E.I.p.の有用性を今後も検討し、介護福

祉支援の質向上と国際的な適用可能性を目指している。
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外国人留学生における、日本の日本語学校の学習スタイルについて

―介護教員と日本語教師の資格を取得している立場から―

城田 忠（東亜大学）

Ⅰ.目的

介護福祉士養成施設においては、外国人留学生の受け

入れは令和 6年度においても、たくさんの人数を受け入

れている。今年度は総 6,546 名の入学者に対して、

3,054 名の方が入学をしている。

外国人留学生の多くは、日本にある告示校である日本

語学校に入学から卒業を経て、介護福祉士養成施設に入

学しているのが一般的である。

今回の目的は、日本語学校の日本語教師が登録日本語

教師、日本語学校においては認定日本語学校にそれぞれ

移行している状況である。そこで、授業スタイルも、

「文型シラバス」から「Can-do シラバス」へと移行して

いるため、授業のスタイルが変わることにより、授業の

理解、進捗にどのような影響が出てくるのかを検証して

いくこととともに、まだ、認定日本語学校の申請が令和

6年度から始まり、全国的に始動するのは、令和 7年度

からであるとともに、卒業は、令和 9年 3 月が最短とな

るため、今後追究していくためのプロセスとしての前段

階として研究していきたい。

Ⅱ.方法

「文型シラバス」と「Can-do シラバス」の、指導内容

及び学習する 4技法(Can-do シラバスにおいては 5技法)

を、どの課程において勉強していくのかを、検証してい

くとともに、「文型シラバス」の代表といわれる、『みん

なの日本語 初級Ⅰ・Ⅱ』「Can-do シラバス」において

は、『できる日本語』を読み解き、学習進捗などについ

てどのような差異があるのかを検証していくこととす

る。また、外国人留学生の日本語力のレベルを判断する

日本語能力試験 N1～N5 相当にどのように達成していく

かも、合わせて検証していくこととする。

ただ、まだ認定日本語学校が始動していない段階であ

るため、今回はシラバスやテキスト、文部科学省から指

針が出ているところからの検証であることと、学習者へ

の検証をおこなうための前段階という観点から倫理的配

慮の必要性はない。

Ⅲ.結果及び考察

「文型シラバス」においては、ひとつひとつを型には

めて授業が進められていくため、昔の中学校 1年生で学

ぶ英語の授業のように、型にはめて覚えていくため、順

を追って勉強できているように感じられる。

一方、「Can-do シラバス」においては、アクティブラ

ーニングを中心に学習していくため、ネイティブな日本

語を学ぶには効果的であることがわかった。日本での生

活をするために、資格外活動(アルバイト)をすることを

前提に考えるならば、「Can-do シラバス」を使用するこ

とで、より語彙力があがるとおもわれるが、資格外活動

が、工場などの単純作業の日本語を話さないアルバイト

であれば、そもそもの語彙力がないため、応用力へと発

展するのが困難であるようにも感じた。

Ⅳ.結論

本研究では、今後の「Can-do シラバス」の導入につい

て検証するため、現在と今後のカリキュラムについて考

察した。学生、特に介護福祉士養成施設に入学し在籍し

ている留学生が、5割近くになっている状況であるの

で、板書法や授業の指導方法にも工夫検討が必要である

とともに、どのように日本語を習得してきているのか実

態把握し、研究をさらに深めていくことが重要である。
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外国人施設長を登用した法人の外国人介護職員に対する

人材養成の取り組み

― インタビュー調査から養成校における留学生への教育方法の検討 ―

齊藤 美由紀（日本福祉教育専門学校）  内田 和宏（早稲田大学）

Ⅰ 本研究の背景

近年、介護福祉士養成校で学ぶ外国人留学生の占める

割合は、令和 6 年時点で約 5 割を占めている。また、介

護分野の特定技能外国人在留者数についても、受入を開

始した令和元年以降、継続して増加しており、令和 5 年

12月末の在留者数は約28,000人と過去最多となっている。

しかし、外国人介護職はいまだに日本人の人手不足の解

消の手段として扱われている実情が多く見られる。この

ような状況において、介護福祉士養成校は介護施設の状

況を踏まえ、日本人の考えや文化に外国人を当てはめる

のではない、外国人の自主性を引き出す教育方法も検討

していく必要があると考える。

Ⅱ 本研究の目的

本研究は、外国人施設長を登用した法人に外国人介護

職員が介護現場で活躍できるための人材養成の取り組み

についてインタビュー調査を行い、介護福祉士養成校と

して外国人留学生への教育方法の検討を行うことを目的

とした。

Ⅲ 研究方法

外国人施設長を登用した法人（Y法人）の管理職 2名を

対象に「外国人介護職の人材養成についてどのような取

り組みをしているか」という質問の下、半構造化インタ

ビューを行なった。インタビュー内容は、調査対象者に

同意を得た後録音し、逐語録を作成した。分析方法は質

的研究による定性的コーディングを用いた。インタビュ

ー調査は 2024年 3月に実施した。インタビュー時間は 60

分程度であった。

Ⅳ 倫理的配慮

本研究は、敬心学園職業教育研究開発センター研究倫

理専門委員会の承認を得て実施した。

Ⅴ 結果

インタビュー調査の結果、外国人施設長を登用した法

人における外国人介護職員の人材養成に必要な取り組み

として、まず、法人として、〈外国人を差別しない理念〉、

〈外国人と働くための考え方の刷新〉といった「ぶれな

い理念と考え方の刷新」が行われている。その理念をも

とに〈あいさつや話を聞くこまめなコミュニケーション〉

や〈元気がないときのコミュニケーションの工夫〉、〈積

極的に日本語を使うことを促すコミュニケーション〉と

いった「目的を持ったコミュニケーションの工夫」が行

われている。それらの取組みにより、〈自分が外国人だと

いう引け目への考え方への関り方〉や〈文化の違いによ

る行動への関り方の工夫〉というように日本人がすべて

正しいという考えを再考し、「異なる文化への関り方」が

行われている。さらに、〈採用の工夫〉や〈定期的な勉強

会やプリント学習などの工夫〉、〈専門用語や漢字などの

日本語に対する取り組み〉や〈介護に興味がない外国人

への指導の工夫〉といった外国人に合わせた「採用と教

育方法の工夫」が行われている。そして、〈親や故郷を大

切にする取り組み〉や〈日本の生活におけるサポートの

工夫〉といった「日本の生活と故郷を大切にするサポー

ト」が行われている。

Ⅵ 考察

本研究では、外国人施設長を登用した法人にインタビ

ュー調査を行った。その結果、まず、外国人を差別しな

い確固たる法人理念が確立されていた。また、これまで

の考えや正解に固執しない、法人や職員の考え方の刷新

が行われていた。そこでは、日本人の考えや文化に外国

人を当てはめるのではなく、外国人の自主性を引き出す

ために、外国人の個性や能力の発揮を促す取り組みが行

われていた。以上より、外国人介護職員の人材養成には、

考え方の多様性が重要であることが示唆された。これは、

先行研究 1）において、外国人留学生の介護福祉士国家試験

合格率がトップクラスである養成校へのインタビュー調

査においても同様の事が示唆されている。これらの調査

結果から、これまでよしとされてきた介護教育や介護方

法への考えを、もう一度見直していく時期に差し掛かっ

ているのではないだろうか。

【引用・参考文献】

1）齊藤美由紀・内田和宏「介護福祉士養成課程における

外国人留学生への効果的な教学マネジメントの考察―X

校へのインタビュー調査から―」敬心・研究ジャーナル

第 8巻、第 2号、37-43（2024）
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「新しい認知症ケア」を具現化する諸理論の共通要素に関する文献検討 

―「バリデーション」、「パーソン・センタード・ケア」、「ユマニチュード」に関する日本語

文献を中心にー 

木田 茂樹（群馬医療福祉大学短期大学部） 

 

Ⅰ、研究目的

本研究は、「新しい認知症ケア」と呼ばれるケアの諸理

論がどのような観点をもっているのかについて明らかに

すると共にその共通要素を抽出し、ケア理論として定義

づけすることを目的に行われた。 

Ⅱ、研究方法 

文献研究である。 

サブテーマにある 3つのケア理論に関する日本語文献

を熟読し、それぞれのケア理論に共通すると判断した記

述を抽出。その内容を比較検討した。 

Ⅲ、倫理的配慮

 淑徳大学短期大学部研究紀要規程に則り、倫理的配慮

を含めた査読を受け、研究論文として承認された。 

また、研究者が文献レビューによって抽出したケアの

諸要素については、質的研究の経験が豊富な研究者や高

齢者福祉分野の現任介護職らのスーパービジョンを受け、

その妥当性についての検討を繰り返し行った。 

Ⅳ、結 果

文献レビューによる比較検討の結果、①病者レッテル

から解放された全人的な対象理解をケア理論の基盤とす

る、②ケアの目標は認知症の治療（症状の改善）ではな

く、相互の人間関係の構築にある、③出現する症状には

原因があると理解し、それを探求する視点を持ち続ける、

④感情へのアプローチをケア技法の中核に据えている、

⑤ケアされる人とケアする人の双方に多様なメリットを

もたらすといった、いずれのケアにも共通する 5つの要

素が抽出された。 

また、見出された共通要素をもとに、以下のような「新

しい認知症ケア」の定義が生成され、これらのケア理論

がいかなる観点を持っているのかが明示された。 

【新しい認知所ケアの定義】 

新しい認知症ケアとは、病者レッテルから解放された

全人的な対象理解をケア理論の基盤として持ち、認知症

の治療（症状の改善）ではなく、相互の人間関係の構築

を目標として、出現する症状には原因があると理解し、

それを探求する視点をもとに対象理解を深め、感情への

アプローチを中核に据えたケア技法を駆使することによ

って、ケアされる人とケアする人の双方に多様なメリッ

トをもたらす認知症ケアの理論のことである。 

Ⅴ、考 察

 世界に類を見ない超高齢社会の中で認知症ケアに取り

組む我が国の多くの実践現場では、本研究で定義した「新

しい認知症ケア」を具現化する取り組みが、組織全体と

して、あるいは個人の営みとしてすでに始まっている（木

田 2016）。 

本研究の成果は、①量的アンケート調査の質問項目の

作成、②質的インタビュー調査の質問項目の作成、③参

与観察における観点の明確化など、種々の研究活動にお

ける指針となり得るものであり、上記で提示した「新し

い認知症ケア」を具現化するケア現場に存在する「実践

知」を質的にも量的にも測定することを可能にし、ケア

従事者の日々の試行錯誤の価値と意義を「言語化」する

ことにつながるなど、今後の認知症ケア研究の発展に寄

与するものである考えられる。 

参考文献

木田茂樹（2016）「認知症ケア従事者の働きがい－肯定

的感情を伴う個人的体験に焦点を当てて－」社会論集 22 
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多様化した介護スタッフの課題

－異文化アジリティの視点から－

村上逸人（同朋大学）

Ⅰ 背景

厚労省「介護職員の推移の更新（令和５年分）につい

て」１）によれば、2023 年度は前年度から 212 万 6 千人

と 2万 8 千人が減少している。2000 年以後介護従事者数

を伸ばしてきたがここへきて減少に転じている。介護現

場の人材の確保は多くの施設の運営に暗雲を投げかけ、

量的確保のため日本語や介護を学ぶ学校を設立する社会

福祉法人は珍しくなくなっている。そうした施設では、

外国出身者の力を導入した運営をしている。

Ⅱ 目的

多様な人材を抱える施設において介護スタッフに関わ

る課題とそうしたスタッフの特に異文化の背景を持つ

人々の多様な経歴と価値観による職務能力を発揮して本

邦の介護にむけての課題を明らかにする。

Ⅲ 方法

施設管理職とユニットリーダーとなった職員（以下職

員）に対して面接調査を実施した。調査にあたっては理事

長、施設長に依頼し、施設を通じて了承を得た後、対象者

にも承諾を得た。職員には基本属性や、日本語やキャリア

を尋ねた。研究の趣旨や目的、研究以外に使用しないこと

を説明した。本研究では個人情報を扱うため、同朋大学教

員倫理綱領「４.研究者としての倫理」の指針に基づき倫

理的配慮を遵守し、関係者のプライバシーや人権保護に

最大限の配慮をした。同朋大学倫理委員会から研究承認

を受けた。（承認番号 2023-03-10 ）

Ⅳ 結果

施設管理者には、外国人職員の採用について理由や目

的、外国人職員の採用実績、採用方針について聞き取った。

内容は、日本語要件が N4、職務能力やインターンシップ

は課さないことやキャリア・パス （採用後の配属や教育・

研修、職員の評価基準）は正職員の場合は規則通りで変ら

ないとのことであった。各施設ともに人材不足と地域の

失業救済のため（経済不況の人員整理）であった。2008 年

頃から 10 名前後程度（年度による）。技能実習者は職務責

任や人事考課を課さないなどであった。職員は当初海外

で遊びながら働きたかったが、日本語学校で介護の仕事

を紹介され、介護福祉学校に入学後施設で働き 7 年半を

過ごし介護が楽しくなってきたと語った。

Ⅴ 考察

厚労省の報告では57万人の介護職員が不足すると推計

されている。各産業では賃金アップで人材不足解消をね

らっている。介護報酬の増額が見込めないいま、施設運営

に必要な人材として、多様な経歴と価値観による職務能

力を発揮できる高度な人材が望まれる。2024 年度介護福

祉士養成校の入学者数 6,546 名のうち留学生は 3,054 名

である２）。これだけ日本の介護に関心を持ち働きたいと考

えている留学生がいる。各施設は休日に職員向けのイベ

ントや買い物などの支援をし、生活者としての部分を支

えている。一方で能力にマッチした業務指導体制を整え、

日本人外国人を問わず能力開発を進めることが今後の重

要な方向性だと考えられる。

Ⅴ 引用・参考文献

１厚労省介護職員数の推移の更新（令和５年分）について

001362534.pdf
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「新たな資格制度 専門介護福祉士の動向について」

介護福祉士養成のあり方検討委員会
委員⾧ 小笠原 靖治

介護福祉士養成のあり方検討委員会設置の背景
<社会的側面＞
・人生100年時代における介護福祉専門性の確立
・医療・介護・障害関係制度の変化による対応

＜教育的側面＞
・高度化していく多職種との連携を促進していくために、介護福祉士の専門性をより
明確化することが求められている。

・多様化する介護現場で、人権や人間の尊厳などの価値観を深化させるための総論を、
基礎・基軸として深化させるカリキュラムが必要となっている。

・介護現場の多様化・高度化に対応する知識・技術が求められている。
・管理職としての介護運営能力を獲得させるための教育が求められている。
・生活の場としての地域支援のリーダーのなる人材の養成が求められている。
・介護福祉士取得カリキュラムの、福祉系高校ルート、実務者研修ルートとの差別化を図る
必要がある。

＜経営的側面＞
・入学生の減少

1

2
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介護福祉士養成施設の現状

平成18

年

平成19

年

平成20

年

平成21

年

平成22

年

平成23

年

平成24

年

平成25

年

平成26

年

平成27

年

平成28

年

平成29

年

平成30

年

令和元

年
令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

定員 26855 26095 25407 22761 20842 19858 19157 18861 18041 17769 16704 15891 15506 14387 13659 13040 12467 12089 11,139

入学者数 19289 16696 11683 12548 15771 13757 12730 13090 10392 8884 7752 7258 6856 6982 7048 7183 6802 6197 6,546

定員充足率 72% 64% 46% 55% 76% 69% 66% 69% 58% 50% 46% 46% 44% 49% 52% 55% 55% 51% 59%
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定員 入学者数 定員充足率

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

系列1 19,289 16,696 11,683 12,548 15,771 13,757 12,730 13,090 10,375 8,790 7,495 6,667 5,714 4,945 4,653 4,994 4,922 4,395 3,492

系列2 17 94 257 591 1,142 2,037 2,395 2,189 1,880 1,802 3,054

0
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25,000

日本人・留学生数の推移

系列1 系列2
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平成18年度
日本人入学生 １９，２８９名

令和6年度
日本人入学生 ３，４９２名

８２％減

2年課程経過措置終了後対象の令和8年入学生は留学生が激減して、
更に養成校数が大幅に減少すると思われる。

留学生の割合 ４７％

養成校に求められているものは何か？

人材確保 < 人材の質

5

6
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一部加筆

養
成
校

福祉系
高校
ルート

養成校
ルート 実務者経験ルート

私たちのあるべき姿＝質の担保
質

量

7

8
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出典：厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149346_00001.html
赤文字等加筆

質の違いを
何により示すのか

養成校の存在意義
に関わる状況

福祉系
高校
ルート

養成校
ルート

実務者経験ルート

国試合格率から見る姿（令和4年度国試）
質も量も担保できないと評価される現状質

量

9

10
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介護福祉士養成校未来の選択

何も変えない未来

留学生が減少する未来

4年制大学化する未来

新資格制度創設の未来

不確定な要素で介護
ブームが起こる未来

介護の魅力が理解され
志願者が増加する未来

養成校は減少し続ける

経過措置が終了すれば、留学生が減少
国試合格率は上がるが、養成校は減少

看護は高度化により4年制大学へシフト
同様のムーブメントがおこるか？

資格と質の差別化が図れる。
どれくらいの養成校が導入するのか。

業界全体で取り組むべきもの
訪れるのかわからない

恋愛要素もりもりの介護系ドラマ
一過性で終わる可能性大

留学生の国試合格率を
日本人同等にする未来

留学生合格率を是が非でも97%にする。
97%に到達しても、福祉系高校と同等。

令和4年度
あり方検討
会委員

11

12
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令和5年度
あり方検討
会委員

あり方検討会の経過

議事内容場所日程回数

（１） 今後の進め方について
（２） アンケート（案）についてオンライン開催令和 4 年 12 月 20 日（火）第１回

（１） アンケートの結果について
（２） 新たな資格のあり方についてオンライン開催令和５年 2 月 14 日（火）第２回

（１） 再アンケート調査（案）についてオンライン開催令和５年 3 月 15 日（水）第３回

（１） 再アンケート調査の結果について
（２） 上位資格の設置についてオンライン開催令和５年 4 月 17 日（月）第４回

（１） 新たな資格のあり方についてオンライン開催令和５年 5 月 12 日（金）第５回

令和４年度

令和5年度

議事内容場所日程回数

（１）新たな資格のありかたについてオンライン開催令和 5年 ９月26日（火）第１回

（１）あり方検討 中間のまとめについてオンライン開催令和５年 10月19日（木）第２回

（１）今後の介護福祉士養成の
あり方検討委員会についてオンライン開催令和６年 ３月29日（金）第３回

13

14
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※詳細は別紙を参照ください。

再アンケート調査の回答結果（一部抜粋）

再アンケート調査の回答結果（一部抜粋）

あなたは上位資格の設置に賛成ですか。

賛成
３０％

反対
２２％

どちらでもない
４８％

15

16
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32名１．より高度な専門性が必要だから

25名２．魅力につながるから

19名３．実務ルートとの差別化が図れるから

13名４．福祉系高校ルートとの差別化が図れるから

13名５．実務経験者のキャリアアップになるから

30名６．専門性の価値が上がるから

15名７．処遇改善に効果があるから

13名８．業務独占化に値する資格となるから

15名９．介護事業所にとって加算対象となれば、資格の魅力が増す

上位資格設置に賛成の理由（複数回答 質問項目順）

49名1-1 介護現場からのニーズを感じないから
12名1-2 他の同等レベルの資格取得を促すほうが先決
21名1-3 今のタイミングではない
75名2-1 現行の介護福祉士についての議論が優先
33名2-2 現行の資格制度を業務独占すべき
18名2-3 すでにある他の民間資格などの整理が優先
24名2-4 すでにある他の民間資格などとのすみ分けの明確化が必要
34名3-1 資格取得一元化が優先
17名3-2 4 年制大学でのメリットにしか感じない
76名3-3 上位資格の中身の議論が十分でない
71名4-1 認定介護福祉士の認知度が低い
69名4-2 認定介護福祉士とのすみ分けの明確化が必要
54名4-3 現行の認定介護福祉士の認知度や処遇効果などによりニーズがあるか疑問
10名4-4 認定介護福祉士があるので、必要ない
45名5-1 養成課程が⾧期になれば経済的負担で募集がさらに困難
55名5-2 若者への魅力につながるか疑問
32名5-3 養成課程が⾧期になれば医療系へ進学希望者が流れることが懸念

上位資格設置に反対の理由（複数回答）

17
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介護福祉士養成のあり方検討委員会の目指すもの

(仮称）専門介護福祉士の創設

業務独占資格を目指す

（仮称）専門介護福祉士のカリキュラムについて

＜総論（教育の基盤）＞
新たな資格は、固有の専門性を明らかにするとともに、高度化してい
く介護現場や多職種との連携を、生活支援・自立支援の観点から促進
していく人材を養成するものとする。

人権や人間の尊厳などの価値観をカリキュラムの基盤として深化させ
ることで、変化し続ける介護現場や、進化していく最新の技術をただ
受け入れるのではなく、生活支援の中の自立支援として促進させるこ
とができる専門職を養成する。

経営力、運営力、管理力を習得することで、生活の場としての介護現
場や地域支援のリーダーのなる人材を養成する。

新しい介護福祉の価値を見出し、介護福祉の進展に寄与できる人材を
育成する。

19
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＜各論（カリキュラムに必要な内容）＞
① 人間の尊厳や人権尊重を基底にした介護福祉士固有の理念の明確化
と具体的内容

② 自立支援・重度化防止の介護
③ LIFEに対応した科学的介護
④ 介護保険制度及び障害者総合支援法における介護
⑤ 感染症予防や自然災害に対応した介護
⑥ 地域共生社会におけるいて介護福祉を中心的に担い得る介護福祉士
の役割に関する具体的内容

⑦ ICT、テクノロジーの活用と人間的介護
⑧ 介護予防、感染症予防などの実習内容の拡充
⑨ 医療的ケアとフレイル予防を含めた医療との連携、及び保健医療と
の連携に必要な内容

⑩ 障害者総合支援法に添った障害者の自立支援に必要な内容
⑪ アセスメント力やマネジメント力の向上
⑫ 高度な実践性を目指すための現場研修や、介護事業所等と連携した
ケース研究などの学術研究の具体的内容

（仮称）専門介護福祉士と現行の介護福祉士養成課程の関係

・現行の介護福祉士養成課程とは別課程とする。

・介護福祉士資格取得者が上位資格を取得する場合のルートについて検討する。
例）介護福祉士養成課程卒業後に、上位資格取得のための課程を修得する。

・介護福祉士として実務経験を有する者に上位資格取得受験資格を与える。

21
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（仮称）専門介護福祉士創設に向けた課題

・法改正が必要になる

・介護施設・事業所の人員配置基準体制加算の対象を目指す

・2年制養成校が移行する場合の環境整備

・4年生大学の社会福祉士とのダブルライセンスの課題

・介護現場からの（仮称）専門介護福祉士の二―ズ

・専門介護福祉士と認定介護福祉士の関係性

・専門介護福祉士と介護福祉士の関係性

・入学生増に波及するのか

内容組織時期

あり方検討会報告
専門介護福祉士創設について協議

理事会令和6年2月

専門介護福祉士検討スキームについて協議あり方検討会令和6年3月

有識者委員への依頼等令和6年4月～

カリキュラム等骨子作成
行政との協議

専門部会令和７年４月～

今後のスケジュール（予定）

23
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第 30 回日本介護福祉教育学会 実行委員会 名簿

●大会長

下山 久之 （同朋大学） ＊愛知県

●実行委員

水谷 なおみ （日本福祉大学） ＊愛知県

尾崎 剛志 （静岡県立大学短期大学部） ＊静岡県

水野 尚美 （聖隷クリストファー大学） ＊静岡県

井上 理絵 （富山短期大学） ＊富山県

奥野 勝太 （富山短期大学） ＊富山県

新口 春美 （金城大学） ＊石川県

秋山 陽子 （金城大学） ＊石川県

中川 千代 （高田短期大学） ＊三重県

中村 未来 （四日市福祉専門学校） ＊三重県

森田 直子 （中部学院大学） ＊岐阜県

高野 晃伸 （中部学院大学短期大学部） ＊岐阜県

野田 由佳里 （聖隷クリストファー大学） ＊静岡県 事務局

●運営協力（メイン会場）

村上 逸人 （同朋大学）

牛田 篤 （同朋大学）

伊藤 明代 （同朋大学）

篠崎 良勝 （聖隷クリストファー大学）

井川 淳史 （聖隷クリストファー大学）
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